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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）スクラレオリドと、
　（ｂ１）少なくとも一つのチロシナーゼ阻害剤であるスキンライトニング剤と、
　（ｂ２）少なくとも一つの日焼け防止ファクター；および／または
　（ｂ３）少なくとも一つの抗酸化剤；および／または
　（ｂ４）少なくとも一つの抗炎症剤；および／または
　（ｂ５）少なくとも一つの落屑剤と、を含む組成物であって、
　前記スクラレオリド（ａ）が、前記組成物の全質量に対して０．００００１～３０重量
％の比率で存在し、
　前記スキンライトニング剤（ｂ１）はフェニルエチルレソルシノールであり、
　前記スクラレオリド（ａ）及び前記フェニルエチルレソルシノール（ｂ１）の重量比は
８０：２０から２０：８０の間、好ましくは６０：４０から４０：６０の間である、組成
物。
【請求項２】
　第１の日焼け防止ファクター（ｂ２）が以下を含む群から選択される：４－アミノ安息
香酸および誘導体、サリチル酸誘導体、ベンゾフェノン誘導体、ジベンゾイルメタン誘導
体、ジフェニルアクリレート、３－イミダゾール－４－イルアクリル酸およびそのエステ
ル、ベンゾフラン誘導体、ベンジリデンマロネート誘導体、一つまたは複数の有機シリコ
ーンラジカル、ケイ皮酸誘導体、樟脳誘導体、トリアニリノ－ｓ－トリアジン誘導体、２
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－ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール誘導体、フェニルベンズイミダゾールスルホン
酸誘導体およびその塩を含む高分子紫外線吸収剤、アントラニル酸メンチルエステル、ベ
ンゾトリアゾール誘導体およびインドール誘導体、あるいはこれらの混合物である、請求
項１に記載の組成物。
【請求項３】
　第２の日焼け防止ファクター（ｂ２）が以下を含む群から選択される：アミノ酸および
その誘導体、イミダゾールおよびその誘導体、Ｄ，Ｌ－カルノシン、Ｄ－カルノシン、Ｌ
－カルノシンおよびその誘導体、カロチノイド、カロテンおよびその誘導体、クロロゲン
酸およびその誘導体、リポ酸およびその誘導体、アウロチオグルコース、プロピルチオウ
ラシルおよび他のチオール、ジラウリルチオジプロピオネート、ジステアリルチオジプロ
ピオネート、チオジプロピオン酸およびその誘導体、スルホキシイミン化合物、フミン酸
、胆汁酸、胆汁抽出物、ビリルビン、ビリベルジン、ＥＤＴＡ、ＥＧＴＡおよびその誘導
体、不飽和脂肪酸およびその誘導体、葉酸およびその誘導体、ユビキノンおよびユビキノ
ールならびにその誘導体、ビタミンＣおよび誘導体、トコフェロールおよび誘導体、ベン
ゾイン樹脂のコニフェリルベンゾエート、ルチン酸およびその誘導体、グリコシルルチン
、フェルラ酸、フルフリデングルシトール、カルノシン、ブチルヒドロキシトルエン、ブ
チルヒドロキシアニソール、ノルジヒドログアイアック樹脂酸、ノルジヒドログアイアレ
チン酸、トリヒドロキシブチロフェノン、尿酸およびその誘導体、マンノースおよびその
誘導体、スーパーオキシドジスムターゼ、二酸化チタン、亜鉛およびその誘導体、セレン
およびその誘導体、スチルベンおよびその誘導体、ならびにこれらの混合物である、請求
項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記抗酸化剤（ｂ３）が以下を含む群から選択される：ビタミンＡおよびその誘導体、
ビタミンＣおよびその誘導体、トコフェロールおよび誘導体、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記抗炎症剤（ｂ４）が、以下を含む群から選択される：副腎皮質ステロイド、サリチ
ル酸塩、酢酸誘導体、フェナム酸、プロピオン酸誘導体、ピラゾール、アントラニル酸誘
導体、α－ビサボロール、アピゲニン、アピゲニン－７－グルコシド、ジンゲロール、シ
ョウガオール、ギンゲルジオール、デヒドロジンゲジオン、パラドール、トラニラスト、
アベナンスラミドＡ、アベナンスラミドＢ、アベナンスラミドＣ、ボスウェル酸、フィト
ステロール、グリチルリジン、およびリコカルコンＡ、アラントイン、パンテノール、ラ
ノリン、（擬似）セラミド、グリコスフィンゴリピド、フィトステロール、キトサン、マ
ンノース、ラクトース、β－グルカン、ならびにカモミール、アロエベラ、オートムギ、
キンセンカ、アルニカ、ハニーサックル、ローズマリー、アメリカマンサク、ショウガま
たはエキナセアの抽出物または画分、ならびにこれらの混合物である、請求項１に記載の
組成物。
【請求項６】
　前記落屑剤が以下を含む群から選択される：スルホン酸、カルシウムキレート剤、アス
コルビン酸およびその誘導体、ニコチンアミド、尿素、（Ｎ－２－ヒドロキシエチルピペ
リジン－Ｎ－２－エタン）スルホン酸（ＨＥＰＥＳ）、β－ヒドロキシ酸、レチノイド、
あるいはこれらの混合物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記チロシナーゼ阻害剤（ｂ１）が最終組成物中にその全質量に対して０．００００１
～３０重量％の比率にて存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　追加的成分（ｂ２～ｂ４）が最終組成物中にその全質量に対してそれぞれ個別に０．０
０００１～３０重量％の比率にて存在する、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記組成物が化粧品組成物、医薬品組成物または栄養補助食品組成物である、請求項１
に記載の組成物。
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【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物を含有する、メラニン細胞におけるメラニ
ン産生に対し阻害を要する疾病治療のための医薬品。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物を含有する、インターロイキン－（ＩＬ－
）１αの生合成に対する阻害を要する疾病治療のための医薬品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は化粧品分野に関連し、より具体的にはスキン／ヘアライトニング剤として利用
可能なスクラレオリドの使用に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　スキンライトニング活性成分は、一つまたはその他の形によりメラニンの代謝あるいは
異化を阻害する。一般に褐色または黒色であるメラニン色素は、皮膚のメラニン細胞で産
生され、メラニン生成細胞内に移送されて皮膚または髪の着色をもたらす。哺乳動物にお
いては、褐色～黒色のユーメラニンはＬ－チロシンおよびＬ－ＤＯＰＡなどのヒドロキシ
置換芳香族アミノ酸から主に生成され、また黄色～赤色のフェオメラニンは含硫黄分子か
ら付加的に生成される。Ｌ－チロシンを出発物質として銅含有鍵酵素チロシナーゼにより
Ｌ－３，４－ジヒドロキシフェニルアラニン（Ｌ－ＤＯＰＡ）が生成され、このＬ－３，
４－ジヒドロキシフェニルアラニンは次にチロシナーゼによってドーパクロムに変換され
る。ドーパクロムは、一連の様々な酵素を触媒とする工程により酸化されメラニンとなる
。
【０００３】
　スキンライトニング剤は次の様々な理由により用いられる：メラニン生成細胞が何らか
の理由によりヒトの皮膚中で均等に分布していない場合、周辺の皮膚よりも明るいあるい
は濃い色素のしみが生成されてしまう。この問題を解消するため、そのような色素しみを
少なくとも部分的に目立たなくするのを助けるライトニング剤を用いる。また、生来濃い
皮膚の色をライトニングすることあるいは皮膚に対する色素沈着を防止することを要する
人も多い。このため、安全性が高くかつ高い効果を有するスキン／ヘアライトニング剤が
必要となる。多くのスキン／ヘアライトニング剤はある程度有効なチロシナーゼ阻害剤を
含んでいる。しかしながら、これはスキン／ヘアライトニングに利用可能な一つの手段で
しかない。
【０００４】
　メラニンは、いわゆる炎症後色素沈着過剰という作用により、多くの場合炎症の結果生
じる刺激に基づき産生される。剃毛および／または脱毛などにより除毛すると、炎症後色
素沈着過剰症が生じ得る。例えば、その非限定的例としては、脇毛の除毛の場合が挙げら
れる。皮膚の損傷により何らかの炎症が生じると、炎症後色素沈着過剰症が生じ得る。こ
れらの損傷の例としては、ざ瘡傷、内方発育毛、かき傷、虫さされ、および界面活性剤に
よる損傷が挙げられる。炎症後色素沈着過剰の最もよく見られる形態の一つに、皮膚を日
光に曝した後に生じる、紫外線による皮膚のダメージに対する反応としての日焼けがある
。可視紅斑ではない日焼けもあり、その場合日光に曝された皮膚では炎症細胞成分が増加
し、「無症状」炎症過程を生じる。このように、皮膚炎を防止することは、皮膚における
メラニン産生の阻害に有効である。
【０００５】
　さらに、紫外線による色素沈着の増加から皮膚を保護するために、紫外線吸収物質もま
た用いられる。しかしながら、これは物理的な誘導効果しか備えておらず、細胞内のメラ
ニン産生に対するスキンライトニング剤の生物学的作用（なおこの作用は紫外線に曝され
ていない場合でも見られる）とは区別しなければならない。また、紫外線吸収剤は、本来
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のスキンライトニングをもたらすものではなく、単に紫外線により生じる皮膚における色
素増加を阻害するものである。
【０００６】
　スキンおよび／またはヘアライトニング活性を有する化粧品もしくは薬用（治療用）製
剤が従来技術により既知である。例えば、米国特許第４，９５９，３９３号（クラレ社）
は、スキンおよび／またはヘアライトニング剤として４－アルキル－レソルシノールを開
示する。国際特許出願公開第２００４／１０５７３６号（Ｓｙｍｒｉｓｅ社）は、スキン
および／またはヘアライトニング剤として所定のジフェニルメタン誘導体を教示している
。国際特許出願公開第２００７／１１０４１５号（Ｓｙｍｒｉｓｅ社）は、スキンおよび
／またはヘアライトニング剤として所定のジアセチルトリマーを提案している。国際特許
出願公開第２０１０／１２２１７８号および国際特許出願公開第２０１０／０９７４８０
号（Ｓｙｍｒｉｓｅ社）は、スキンおよび／またはヘアライトニング活性剤としてシクロ
ヘキシルカルバメートおよびメンチルカルバメートをそれぞれ開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第４，９５９，３９３号
【特許文献２】国際特許出願公開第２００４／１０５７３６号
【特許文献３】国際特許出願公開第２００７／１１０４１５号
【特許文献４】国際特許出願公開第２０１０／１２２１７８号
【特許文献５】国際特許出願公開第２０１０／０９７４８０号
【０００８】
　ヒドロキノン、アルブチンやビタミンＣなどのヒドロキノン誘導体、アスコルビルパル
ミテートなどのアスコルビン酸誘導体、ならびにコウジ酸およびコウジ酸ジパルミタート
などのコウジ酸誘導体が、特に市販の化粧品または治療用スキンおよびヘアライトニング
製剤において用いられている。
【０００９】
　最も一般的に用いられるスキンおよびヘアライトナーの一つにヒドロキノンがある。し
かしながら、この化合物はメラニン細胞に対する細胞損傷効果を有しており、皮膚に対す
る刺激となってしまう。このためこれら製剤は、欧州、日本、および南アフリカなどにお
いては既に認可されていない。また、ヒドロキノンは酸化感応性が高く、化粧品製剤にお
いても安定させるのは困難である。
【００１０】
　アルブチン（β－アルブチン）はヒドロキノングルコシドであるが、原位置で加水分解
してヒドロキノンを形成するので、毒物学的にヒドロキノンといえるか問題がある。
【００１１】
　ビタミンＣおよびアスコルビン酸誘導体の皮膚に対する効果は不十分である。さらにこ
れらは直接チロシナーゼ阻害剤としては作用せず、代わりにメラニン生合成の着色中間段
階を低減させる。
【００１２】
　コウジ酸（５－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル－４－ピラノン）はチロシナーゼ阻
害剤であり、その酵素中の銅原子をキレート化することによりその触媒作用を阻害する；
コウジ酸は市販のスキンおよびヘアライトニング剤において使用されるが、皮膚感作潜在
性が高く接触アレルギーを生じる。
【００１３】
　本発明の目的は従来技術の上記欠点を克服することであり、特にスキンライトニング活
性剤であって好ましくはチロシナーゼ阻害に基づかないスキンおよび／またはヘアライト
ニング活性を有する有効なスキンおよび／またはヘアライトニング活性剤を提供すること
にある。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　本発明の目的は、以下を備える化粧品組成物である：
（ａ）スクラレオリド；ならびに
（ｂ１）少なくとも一つのチロシナーゼ阻害剤；および／または
（ｂ２）少なくとも一つの日焼け防止ファクター；および／または
（ｂ３）少なくとも一つの抗酸化剤；および／または
（ｂ４）少なくとも一つの抗炎症剤；および／または
（ｂ５）少なくとも一つの落屑剤。
【００１５】
　驚くべきことに、スクラレオリドがメラニン細胞におけるメラニン産生に対し強い阻害
活性を示すことが分かっている。すなわち、スクラレオリドは、皮膚および毛髪における
メラニンの産生に対する顕著な阻害活性ならびにスキンライトニング作用を示す。よって
、この活性剤の機序は、既知のチロシナーゼ阻害機序によるものではない。よって本発明
は、特に例えば瘢痕色素過剰、外傷後薬物性色素過剰、すなわち光毒性反応、除毛、もし
くは剃毛により誘発される炎症後色素過剰、あるいは老化により誘発される色素過剰（例
えば老人性ほくろ）、そばかすなど）などの色素異常症の局所治療のためならびに局所的
スキンライトニングのための対応する有効量のスクラレオリドを含む化粧料に関する。
【００１６】
　また、スクレオリドがインターロイキン－（ＩＬ－）１αの生合成に対し予想外に強い
阻害活性を示すことが分かっている。主要なサイトカインであるＩＬ－１　ａｌｐｈａは
、メラニン細胞におけるメラニン産生を引き起こす上述のストレッサーや障害に起因して
産生し、ケラチン合成細胞から放出される。さらにＩＬ－１　ａｌｐｈａは、特にＥＴ－
１（エンドセリン－１）、ＳＣＦ（Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｆａｃｔｏｒ：幹細胞因子）、
およびＬＩＦ（Ｌｅｕｋｅｍｉａ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｙ　Ｆａｃｔｏｒ：白血病阻害因
子）などのケラチノサイト因子に対する主要なメディエータであり、メラニン細胞におけ
るメラニン産生を刺激する（Ｓ．ＹａｍａｇｕｃｈｉおよびＨｅａｒｉｎｇ（Ｂｉｏｆａ
ｃｔｏｒｓ（２００９）、３５巻、１９３－１９９ページ）。このプロセスがいわゆる炎
症後色素沈着過剰である。本発明の有利性はスクラレオリドの抗刺激活性であり、付加的
にはスクラレオリドのメラニン産生阻害活性である。本発明に係る有効量のスクラレオリ
ドを含む製剤は、単独で炎症後色素沈着過剰症に対する阻害能力を示す。
【００１７】
スクラレオリド
【化０１】

　スクラレオリド（ＣＡＳ番号５６４－２０－５）は、化学修飾またはラブダン型ジテル
ペンスクラレオールの生体内変化により調製あるいは合成される化合物である。スクラレ
オールはクラリセージ（オニサルビア植物：Ｓａｌｖｉａ　ｓｃｌａｒｅａ　Ｌ．）の茎
、葉および頭状花に存在し、この抽出源からの単離について従来記載がある（米国特許第
３，０６０，１７２号）。本発明によれば、このような抽出源からサルビア属のいずれの
種からもスクレオリドを天然に誘導（抽出）することができ、あるいは合成により略純粋
なスクレオリドとして得ることができる。本発明に係る略純粋なスクラレオリドは、スク
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ラレオリドの純度が７０パーセント以上のものである。
【００１８】
　スクラレオリドは次の別名を持つ：（３ａＲ，５ａＳ，９ａＳ，９ｂＲ）－デカヒドロ
－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチル－ナフサ［２，１－ｂ］フラン－２（１Ｈ）－オン
；３ａ，４，５，５ａα，６，７，８，９，９ａ，９ｂα－デカヒドロ－３ａβ，６，６
，９ａβテトラメチル－ナフソ［２，１－ｂ］フラン－２（１Ｈ）－オン；［３ａＲ－（
３ａα，５ａβ，９ａα，９ｂβ）］－デカヒドロ－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチル
－ナフソ［２，１－ｂ］フラン－２（１Ｈ）－オン；ノルアンブレイノリド；（＋）－ノ
ルアンブレイノリド；（＋）－スクラレオリド、（Ｒ）－（＋）－スクラレオリド）；１
３，１４，１５，１６－テトラノルラブダン－８α，１２－ラクトン；ノルアンブレイノ
リド。
【００１９】
　スクラレオリドはアンブロキサン（香料製造に用いる高価な竜涎香）の前駆体である。
しかしながら、スクラレオリド自体芳香材として使われており、しばしば化粧品製剤の成
分として用いられる。
【００２０】
　国際特許出願公開第２００　２３０３８号（Ｈｅｎｋｅｌ社）がスクラレオールおよび
スクラレオリドの抗炎症作用を記載している。この抗炎症作用は、シクロオキシゲナーゼ
－１活性阻害および５－リポオキシゲナーゼ活性阻害により証明されている。米国特許第
２００３　０７２７７７（Ｃｏｌｏｒ　Ａｃｃｅｓｓ社）が五種の天然成分の組合せによ
るざ瘡治療のためのスクラレオリドの使用を記載している。また特に、スクラレオリドお
よびスクラレオールの抗菌作用については国際特許出願公開第１９９９　０６３９７８号
（レイノルズ社）に記載があり、ざ瘡、皮膚炎および不快な体臭の治療におけるスクラレ
オリドおよびスクラレオールの有用性を記載している。国際特許出願公開第２００１　０
７４３２７号（Ｃｏｌｏｒ　Ａｃｃｅｓｓ社）は特に細胞分化促進剤としてのスクラレオ
リドの使用を開示している。この特許は表皮細胞からの脂質の生産を刺激し同時にバリア
の脂質含有量を増加させるためにスクラレオリドなどの分化促進剤を用いている。またこ
の特許において、そこに記載した組成物の、セルフタンニング製剤の強化剤および延展助
剤としての使用が記載されている。また、国際特許出願公開第２００２　０６０３８１号
（Ｃｏｌｏｒ　Ａｃｃｅｓｓ社）はスクラレオリドの単独あるいはシラカバ抽出物との組
合せにおける使用によりバリアを強化することを記載している。また米国特許第２０１０
　２４７６９２号（Ｃｏｌｏｒ　Ａｃｃｅｓｓ社）は角質層機能強化のためのスクラレオ
リドの化粧品製剤における使用を記載している。国際特許出願公開第２００８　１５５０
４８号（Ｃｏｇｎｉｓ社）記載の発明は、スクラレオリドのみあるいはスクラレオリドと
ヘスピリジンメチルカルコンとの組合せを含む化粧品組成物を開示している。この文献は
スキンタンニング、ヘアダークニング、あるいは毛髪の老化防止用の化粧品組成物を記載
している。本発明に係る皮膚および毛髪の着色のためのスクラレオリドの量は、好ましく
は製剤の全質量に対して約０．００００１～約３０重量％、より好ましくは約０．０００
１～約２０重量％、特に好ましくは約０．００１～約５重量％とする。
【００２１】
スキンライトニング剤
　スクラレオリドは好ましくはチロシナーゼ阻害剤（成分ｂ１）である第２のスキンおよ
び／またはヘアライトニング剤を含んでよい。このチロシナーゼ阻害剤の量としては、好
ましくは製剤の全質量に対して約０．００００１～約３０重量％、より好ましくは約０．
０００１～約２０重量％、特に好ましくは約０．００１～約５重量％とする。
【００２２】
　好適には例えば次の物質を含んでよい：コウジ酸（５－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメ
チル－４－ピラノン）、コウジ酸誘導体、好ましくはコウジ酸ジパルミタート、アルブチ
ン、アスコルビン酸、アスコルビン酸誘導体、好ましくはリン酸アスコルビルマグネシウ
ム、ヒドロキノン、ヒドロキノン誘導体、レソルシノール、レソルシノール誘導体、好ま
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しくは４－アルキルレソルシノールおよび４－（１－フェニルエチル）１，３－ジヒドロ
キシベンゼン（フェニルエチルレソルシノール）、シクロヘキシルカーバメート（好まし
くは国際特許出願公開第２０１０／１２２１７８号および国際特許出願公開第２０１０／
０９７４８０号に開示の一つまたは複数のシクロヘキシルカルバメート）、含硫黄分子、
好ましくはグルタチオンまたはシステイン、α－ヒドロキシ酸（好ましくはクエン酸、乳
酸、リンゴ酸）、その塩ならびにエステル、Ｎ－アセチルチロシンおよびその誘導体、ウ
ンデセノイルフェニルアラニン、グルコン酸、クロモン誘導体、好ましくはアロエシン、
フラボノイド、１－アミノエチルホスフィン酸、チオ尿素誘導体、エラグ酸、ニコチンア
ミド（ナイアシンアミド）、亜鉛塩、好ましくはクロロ亜鉛または亜鉛グルコン酸塩、ス
ジャプリシンおよびその誘導体、トリテルペン、好ましくはマスリン酸、ステロール、好
ましくはエルゴステロール、ベンゾフラノン、好ましくはセンキュノリド、ビニルグアヤ
コール、エチルグアヤコール、ジオン酸、好ましくはオクトデセンジオン酸および／また
はアゼライン酸、酸化窒素合成阻害剤、好ましくはＬ－ニトロアルギニンおよびその誘導
体、２，７－ジニトロインダゾールまたはチオシトルリン、金属キレート化剤、好ましく
はα－ヒドロキシ脂肪酸、フィチン酸、フミン酸、胆汁酸、胆汁抽出物、ＥＤＴＡ、ＥＧ
ＴＡおよびその誘導体）、レチノイド、豆乳およびその抽出物、セリンプロテアーゼ阻害
剤もしくはリポ酸またはその他のスキンおよびヘアライトニング用合成活性成分あるいは
天然活性成分、前記天然活性成分は好ましくは植物抽出物の形で用いられ、この植物抽出
物は好ましくはクマコケモモ抽出物、コメ抽出物、パパイア抽出物、ターメリック抽出物
、クワ抽出物、バンクアン（ｂｅｎｇｋｕａｎｇ：ヒカマ）抽出物、ナッツグラス抽出物
、カンゾウ根抽出物またはその濃縮成分もしくは単離成分、好ましくはグラブリジンまた
はリコカルコンＡ、アルトカルプス抽出物、ルメクス種およびラムルス種の抽出物、マツ
種（マツ属）の抽出物およびヴィティス種（ブドウ）の抽出物、またはそれらから単離ま
たは濃縮されたスチルベン誘導体、ユキノシタ抽出物、タツナミソウ抽出物、ブドウ抽出
物、および／または微細藻類抽出物、特にテトラセルミス・スエシカ（藻）である。
【００２３】
　成分（ｂ１）として好適なチロシナーゼ阻害剤は、コウジ酸およびフェニルエチルレソ
ルシノール、β－アルブチンおよびα－アルブチン、ヒドロキノン、ニコチンアミド、二
酸、マグネシウムアスコルビルホスフェート、およびビタミンＣとその誘導体、クワ抽出
物、バンクアン（Ｂｅｎｇｋｕａｎｇ：ヒカマ）抽出物、パパイア抽出物、ターメリック
抽出物、ナッツグラス抽出物、カンゾウ抽出物（グリチルリジン含有のもの）、α－ヒド
ロキシ酸、４－アルキルレソルシノール、４－ヒドロキシアニソールである。
【００２４】
　特に好ましくはスクラレオリドとフェニルエチルレソルシノール（ＳｙｍＷｈｉｔｅ　
３７７（登録商標））との組合せであり、これは約８０：２０～約２０：８０の重量比に
よる使用の場合にメラニン細胞におけるメラニン産生に対し非常に高い相乗的阻害活性を
示すものであり、この重量比は、好ましくは約６０：４０～約４０：６０である。
【００２５】
　本発明において、これらのスキンライトナーは非常に良好な活性を有しているため好ま
しく、スクラレオリドとの組合せが特に好ましい。また前記好適なスキンライトナーは入
手が容易である。
【００２６】
日焼け防止ファクター
　本発明に係る化粧品組成物は一つまたは複数の第１もしくは第２の日焼け防止ファクタ
ー（成分ｂ２）を含んでもよく、その量は製剤の全質量に対して約０．１～約３０重量％
、より好ましくは約０．５～約１５重量％、特に好ましくは約１～約８重量％である。
【００２７】
１．第１の日焼け防止ファクター
　本発明の背景に基づく第１の日焼け防止ファクターは、例えば、室温で液体または結晶
性であり、かつ、紫外線放射を吸収することができ、吸収したエネルギーを例えば熱など
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の長波長放射の形で放出することができる有機物質（光フィルタ）である。本発明に係る
製剤は少なくとも一つのＵＶ－Ａフィルタおよび／または少なくとも一つのＵＶ－Ｂフィ
ルタおよび／または少なくとも一つの無機顔料を含むため有利である。
【００２８】
　本発明に係る製剤は好ましくは少なくとも一つのＵＶ－Ｂフィルタまたは広帯域フィル
タを有し、特により好ましくは少なくとも一つのＵＶ－Ａフィルタを有し少なくとも一つ
のＵＶ－Ｂフィルタを有する。
【００２９】
　本発明に係る好ましい化粧品組成物、好ましくは局所用製剤は、例えば以下から成る群
から選択される一、二、三あるいはそれ以上の数の日焼け防止ファクターを含む：４－ア
ミノ安息香酸および誘導体、サリチル酸誘導体、ベンゾフェノン誘導体、ジベンゾイルメ
タン誘導体、ジフェニルアクリレート、３－イミダゾール－４－イルアクリル酸およびそ
のエステル、ベンゾフラン誘導体、ベンジリデンマロネート誘導体、一つまたは複数の有
機シリコーンラジカル、ケイ皮酸誘導体、樟脳誘導体、トリアニリノ－ｓ－トリアジン誘
導体、２－ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール誘導体、フェニルベンズイミダゾール
スルホン酸誘導体およびその塩を含む高分子紫外線吸収剤、アントラニル酸メンチルエス
テル、ベンゾトリアゾール誘導体およびインドール誘導体。
【００３０】
　さらにまた、式（Ｉ）の化合物と、皮膚に透過しかつ太陽光誘発損傷に対して皮膚細胞
を内部から保護する有効成分とを組み合わせることが有利である。それぞれの成分、いわ
ゆるアリール炭化水素受容体アンタゴニストは、参照により本明細書に組み込まれる国際
公開第２００７／１２８７２３号に記載されている。２－ベンジリデン－５，６－ジメト
キシ－３，３－ジメチルインダン－１－オンが好ましい。
【００３１】
　本発明の背景に従い用い得る下記のＵＶフィルタは、好ましく用いられるが、もちろん
本発明を限定するものではない。
【００３２】
　本発明の製剤において式（Ｉ）の一つまたは複数化合物と好ましくは組み合わせられる
ＵＶフィルタは、下記より成る群から選択される:
・ｐ－アミノ安息香酸
・ｐ－アミノ安息香酸エチルエステル（２５ｍｏｌ）エトキシル化（ＩＮＣＩ名：　ＰＥ
Ｇ－２５　ＰＡＢＡ）
・ｐ－ジメチルアミノ安息香酸２－エチルヘキシルエステル
・ｐ－アミノ安息香酸エチルエステル（２ｍｏｌ）Ｎ－プロポキシル化
・ｐ－アミノ安息香酸グリセロールエステル
・サリチル酸ホモメンチルエステル（ホモサレート）（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録
商標）ＨＭＳ）
・サリチル酸－２－エチルヘキシルエステル（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録商標）Ｏ
Ｓ）
・トリエタノールアミンサリチレート
・４－イソプロピルベンジルサリチレート
・アントラニル酸メンチルエステル（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録商標）ＭＡ）
・ジイソプロピルケイ皮酸エチルエステル
・ｐ－メトキシケイ皮酸－２－エチルヘキシルエステル（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登
録商標）ＡＶ）
・ジイソプロピルケイ皮酸メチルエステル
・ｐ－メトキシケイ皮酸イソアミルエステル（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録商標）Ｅ
　１０００）
・ｐ－メトキシケイ皮酸ジエタノールアミン塩
・ｐ－メトキシケイ皮酸イソプロピルエステル
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・２－フェニルベンゾイミダールスルホン酸および塩（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録
商標）Ｈｙｄｒｏ）
・３－（４’－トリメチルアンモニウム）ベンジリデンボルナン－２－オン　メチルスル
フェート
・ベータ－イミダゾール－４（５）－アクリル酸（ウロカニン酸）
・３－（４’－スルホ）ベンジリデンボルナン－２－オンおよび塩
・３－（４’－メチルベンジリデン）－Ｄ，Ｌ－カンファ（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（
登録商標）ＭＢＣ）
・３－ベンジリデン－Ｄ，Ｌ－カンファ
・Ｎ－［（２および４）－［２－（オキソボルン－３－イリデン）メチル］ベンジル］ア
クリルアミドポリマー
・４，４’－［（６－［４－（１，１－ジメチル）アミノカルボニル］フェニルアミノ）
－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル）ジイミノ）－ビス－（安息香酸－２－エチ
ルヘキシルエステル）（Ｕｖａｓｏｒｂ（登録商標）ＨＥＢ）
・ベンジリデンマロネートポリシロキサン（Ｐａｒｓｏｌ（登録商標）ＳＬＸ）
・グリセリルエチルヘキサノエートジメトキシシンナメート
・ジプロピレングリコールサリチレート
・トリス（２－エチルヘキシル）－４，４’，４’’－（１，３，５－トリアジン－２，
４，６－トリルトリイミノ）トリベンゾエート
（＝　２，４，６－トリアニリノ－（ｐ－カルボ－２’－エチルヘキシル－１’－オキシ
）－１，３，５－トリアジン）（Ｕｖｉｎｕｌ（登録商標）Ｔ１５０）
【００３３】
　本発明の製剤において式（Ｉ）の一つまたは複数化合物と好ましくは組み合わせられる
広域フィルタは、下記より成る群から選択される:
・２－エチルヘキシル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート（Ｎｅｏ　Ｈｅｌ
ｉｏｐａｎ（登録商標）３０３）
・エチル－２－シアノ－３，３’－ジフェニルアクリレート
・２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン（Ｎｅｏ　Ｈｅｌｉｏｐａｎ（登録商標
）ＢＢ）
・２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸
・ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン
・２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン
・テトラヒドロキシベンゾフェノン
・２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン
・２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノン
・２－ヒドロキシ－４－メトキシ－４’－メチルベンゾフェノン
・ナトリウムヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホネート
・二ナトリウム－２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ－５，５’－ジスルホ
ベンゾフェノン
・フェノール，２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－メチル－６－（２－
メチル－３（１，３，３，３－テトラメチル－１－（トリメチルシリル）オキシ）ジシロ
キサニル）プロピル））（Ｍｅｘｏｒｙｌ（登録商標）ＸＬ）
・２，２’－メチレンビス－（６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－１，
１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール）（Ｔｉｎｏｓｏｒｂ（登録商標）Ｍ）
・２，４－ビス－［４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシフェニル］－１
，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛（４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシフェニル］
－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン（Ｔｉｎｏｓｏｒｂ（登録商
標）Ｓ）
・２，４－ビス－［｛（４－（３－スルホナト）－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－２
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－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジンナト
リウム塩
・２，４－ビス－［｛（３－（２－プロピルオキシ）－２－ヒドロキシプロピルオキシ）
－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシフェニル｝－
６－（４－（２－メトキシエチルカルボニル）フェニルアミノ］－１，３，５－トリアジ
ン
・２，４－ビス－［｛４－（３－（２－プロピルオキシ）－２－ヒドロキシプロピルオキ
シ）－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－（２－エチルカルボニル）フェニルアミノ
］－１，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛４－（２－エチルヘキシル）－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（
１－メチルピロール－２－イル）－１，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛４－トリス－（トリメチルシロキシシリルプロピルオキシ）－２－
ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛４－（２’’－メチルプロペニルオキシ）－２－ヒドロキシフェニ
ル］－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン
・２，４－ビス－［｛４－（１’，１’，１’，３’，５’，５’，５’－ヘプタメチル
シロキシ－２’’－メチルプロピルオキシ）－２－ヒドロキシ［｛フェニル］－６－（４
－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン
【００３４】
　本発明の製剤において式（Ｉ）の一つまたは複数化合物と組み合わせられるＵＶ－Ａフ
ィルタは、下記より成る群から選択される：
・４－イソプロピルベンジルメタン
・テレフタリリデンジボルナンスルホン酸および塩（Ｍｅｘｏｒｙｌ（登録商標）ＳＸ）
・４－ｔ－ブチル－４’－メトキシジベンジルメタン（アボベンゾン）／（Ｎｅｏ　Ｈｅ
ｌｉｏｐａｎ（登録商標）３５７）
・フェニレン　ビス－ベンズイミダジルテトラスルホン酸二ナトリウム塩（Ｎｅｏ　Ｈｅ
ｌｉｏｐａｎ（登録商標）ＡＰ）
・２，２’－（１，４－フェニレン）－ビス－（１Ｈ－ベンゾイミダール－４，６－ジス
ルホン酸）、一ナトリウム塩
・２－（４－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシベンゾイル）安息香酸ヘキシルエステル（
Ｕｖｉｎｕｌ（登録商標）Ａ　Ｐｌｕｓ）」
・独国特許出願公開第１００　５５　９４０号（＝国際公開第０２／３８５３７号）によ
るインダニリデン化合物
【００３５】
　有利な第１および第２の日焼け防止ファクターは国際特許出願公開第２００５　１２３
１０１号に開示されている。有利には、これらの製剤は、少なくとも一つのＵＶ－Ａフィ
ルタおよび／または少なくとも一つのＵＶ－Ｂフィルタおよび／または少なくとも一つの
無機顔料を含有する。製剤は、ここでは、日焼け防止剤に通例用いるような様々な形態で
存在し得る。従って、溶液、油中水型（Ｗ／Ｏ）または水中油型（Ｏ／Ｗ）のエマルショ
ンまたは多層乳剤、例えば水中油中水型（Ｗ／Ｏ／Ｗ）、ゲル、水性分散剤、固体スティ
ックあるいはエアゾールの形であり得る。
【００３６】
　さらに好ましい実施形態において、本発明の製剤は、本発明の製剤が合計で２以上（好
ましくは５以上）のライトプロテクションファクタを有する日焼け止め剤、すなわち特に
ＵＶフィルタおよび／または無機顔料（ＵＶ濾過色素）を含有する。このような本発明に
係る製剤は皮膚や毛髪を保護するのに特に好適である。
【００３７】
２．第２の日焼け防止ファクター
上述の第１の日焼け防止ファクター群に加え、抗酸化性の第２の日焼け防止ファクターを
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用いてもよい。抗酸化性の第２の日焼け防止ファクターは、紫外線が皮膚に浸透を開始し
た時に光化学反応鎖が開始してしまうのを遮断する。代表的な例としては以下が挙げられ
る：アミノ酸（例えばグリシン、ヒスチジン、チロシン、トリプトファン）およびその誘
導体、イミダゾール（例えばウロカニン酸）およびその誘導体、ペプチド、例えばＤ，Ｌ
－カルノシン、Ｄ－カルノシン、Ｌ－カルノシンおよびその誘導体（例えばアンセリン）
、カロチノイド、カロテン、（例えばアルファ－カロテン、ベータ－カロテン、リコペン
）およびその誘導体、クロロゲン酸およびその誘導体、リポ酸およびその誘導体（例えば
、ジヒドロリポ酸）、アウロチオグルコース、プロピルチオウラシルおよび他のチオール
（例えばチオレドキシン、グルタチオン、システイン、シスチン、シスタミンおよびその
グリコシル、Ｎ－アセチル、メチル、エチル、プロピル、アミル、ブチルおよびラウリル
、パルミトイル、オレイル、アルファ－リノレイル、コレステリル、グリセリルおよびオ
リゴグリセリルエステル）およびその塩、ジラウリルチオジプロピオネート、ジステアリ
ルチオジプロピオネート、チオジプロピオン酸およびその誘導体（エステル、エーテル、
ペプチド、脂質、ヌクレオチド、ヌクレオシドおよび塩）およびスルホキシイミン化合物
（例えば、ブチオニンスルホキシイミン、ホモシステインスルホキシイミン、ブチオニン
スルホン、ペンタ－、ヘキサ－、ヘプタチオニンスルホキイシイミン）を非常に少量の許
容量、また（金属）キレート化剤（例えば、アルファ－ヒドロキシ脂肪酸、パルミチン酸
、フィチン酸、ラクトフェリン、アルファ－ヒドロキシ酸（例えばクエン酸、乳酸、リン
ゴ酸）、フミン酸、胆汁酸、胆汁抽出物、ビリルビン、ビリベルジン、ＥＤＴＡ、ＥＧＴ
Ａおよびその誘導体）、不飽和脂肪酸およびその誘導体（例えば、リノール酸、オレイン
酸）、葉酸およびその誘導体、ユビキノンおよびユビキノールおよびその誘導体、ビタミ
ンＣおよび誘導体（例えばアスコルビルパルミテート、マグネシウムアスコルビルホスフ
ェート、アスコルビルアセテート、アスコルビルグリコシド）、トコフェロールおよび誘
導体（例えば、ビタミンＥアセテート）、ビタミンＡおよび誘導体（ビタミンＡパルミテ
ート）およびベンゾイン樹脂のコニフェリルベンゾエート、ルチン酸およびその誘導体、
グリコシルルチン、フェルラ酸、フルフリデングルシトール、カルノシン、ブチルヒドロ
キシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、ノルジヒドログアイアック樹脂酸、ノルジ
ヒドログアイアレチン酸、トリヒドロキシブチロフェノン、尿酸およびその誘導体、マン
ノースおよびその誘導体、スーパーオキシドジスムターゼ、二酸化チタン（例えばエタノ
ール中に分散したもの）、亜鉛およびその誘導体（例えばＺｎＯ、ＺｎＳＯ４）、セレン
およびその誘導体（例えばセレノメチオニン）、スチルベンおよびその誘導体（例えばス
チルベンオキシド、トランス－スチルベンオキシド）および本発明の目的に適合する、こ
れら列挙した有効成分の誘導体（塩、エステル、エーテル、糖、ヌクレオチド、ヌクレオ
シド、ペプチドおよび脂質）。
【００３８】
　有利な第２の光保護無機顔料は、国際公開第２００５／１２３１０１号に記載の微細に
分散した金属酸化物および金属塩である。無機顔料の全量、特に本発明の完成化粧品にお
ける疎水性無機マイクロ顔料は、各場合において製剤の全質量に対して有利には０．１～
３０質量％、好ましくは０．５～１０．０質量％である。
【００３９】
　さらにまた好ましくは、必要により疎水化されていてもよい粒状ＵＶフィルタまたは無
機顔料、例えば酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）、
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、酸化マンガン（例えばＭｎＯ
）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化セリウム（例えばＣｅ２Ｏ３）および／また
はその混合物を用い得る。
【００４０】
抗酸化剤
　本発明に係る化粧品組成物はまた、一つまたは複数の抗酸化剤（成分ｂ３）を含んで良
く、その量は製剤の全質量に対して約０．１～約３０重量％、より好ましくは約０．５～
約１５重量％、特に好ましくは約１～約１０重量％である。
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【００４１】
　本発明に係る製剤の成分として好適な抗酸化剤は以下を含む：アミノ酸（好ましくはグ
リシン、ヒスチジン、チロシン、トリプトファン）およびその誘導体、イミダゾール（好
ましくはウロカニン酸）およびその誘導体、ペプチド、例えばＤ，Ｌ－カルノシン、Ｄ－
カルノシン、Ｌ－カルノシンおよびその誘導体（好ましくはアンセリン）、カルニチン、
クレアチン、ペプチドマトリカイン（好ましくはリシル－トレオニル－トレオニル－リシ
ル－セリン）およびパルミトイル化ペンタペプチド、カロチノイド、カロテン（好ましく
はアルファ－カロテン、ベータ－カロテン、リコペン）およびその誘導体、リポ酸および
その誘導体（好ましくは、ジヒドロリポ酸）、アウロチオグルコース、プロピルチオウラ
シルおよび他のチオール（好ましくはチオレドキシン、グルタチオン、システイン、シス
チン、シスタミンおよびそのグリコシル、Ｎ－アセチル、メチル、エチル、プロピル、ア
ミル、ブチルおよびラウリル、パルミトイル、オレイル、ガンマ－リノレイル、コレステ
リル、グリセリルおよびオリゴグリセリルのエステル）およびこれらの塩、ジラウリルチ
オジプロピオネート、ジステアリルチオジプロピオネート、チオジプロピオン酸およびそ
の誘導体（好ましくはエステル、エーテル、ペプチド、脂質、ヌクレオチド、ヌクレオシ
ドおよび塩）およびスルホキシイミン化合物（好ましくはブチオニンスルホキシイミン、
ホモシステインスルホキシイミン、ブチオニンスルホン、ペンタ－、ヘキサ－、ヘプタチ
オニンスルホキイシイミン）を非常に少量の許容量（例えばｐｍｏｌ～μｍｏｌ／ｋｇ）
、また（金属）キレート化剤（好ましくはアルファ－ヒドロキシ脂肪酸、パルミチン酸、
フィチン酸、ラクトフェリン、アルファ－ヒドロキシ酸（好ましくはクエン酸、乳酸、リ
ンゴ酸）、フミン酸、胆汁酸、胆汁抽出物、タンニン、ビリルビン、ビリベルジン、ＥＤ
ＴＡ、ＥＧＴＡおよびその誘導体）、不飽和脂肪酸およびその誘導体（好ましくはガンマ
－リノレン酸、リノール酸、オレイン酸）、葉酸およびその誘導体、ユビキノンおよびそ
の誘導体、ユビキノールおよびその誘導体、ビタミンＣおよび誘導体（好ましくはアスコ
ルビルパルミテート、Ｍｇアスコルビルホスフェート、アスコルビルアセテート、アスコ
ルビルグリコシド）、トコフェロールおよび誘導体（好ましくはビタミンＥアセテート）
、ビタミンＡおよび誘導体（ビタミンＡパルミテート）およびベンゾイン樹脂のコニフェ
リルベンゾエート、ルチン酸およびその誘導体、フラボノイドおよびそのグリコシル化前
駆体、特にクエルセチンおよびその誘導体、好ましくはアルファ－グルコシルルチン、ロ
ーズマリー酸、カルノソール、カルノソール酸、レスベラトロール、コーヒー酸およびそ
の誘導体、シナピン酸およびその誘導体、フェルラ酸およびその誘導体、クルクミノイド
、クロロゲン酸およびその誘導体、レチノイド、好ましくはレチニルパルミテート、レチ
ノールまたはトレチノイン、ウルソル酸、レブリン酸、ブチルヒドロキシトルエン、ブチ
ルヒドロキシアニソール、ノルジヒドログアヤシン酸、ノルジヒドログアヤレチン酸、ト
リヒドロキシブチロフェノン、尿酸およびその誘導体、マンノースおよびその誘導体、亜
鉛およびその誘導体（好ましくはＺｎＯ、ＺｎＳＯ４）、セレンおよびその誘導体（好ま
しくはセレンメチオニン）、スーパーオキシドジムスターゼ、スチルベンおよびその誘導
体（好ましくはスチルベンオキシド、トランス－スチルベンオキシド）および本発明の目
的に適合する、これら列挙した有効成分の誘導体（塩、エステル、エーテル、糖、ヌクレ
オチド、ヌクレオシド、ペプチドおよび脂質）または抗酸化作用を有する植物、好ましく
は緑茶、ロイボス、ハニーブッシュ、ぶどう、ローズマリー、セージ、メリッサ、タイム
、ラベンダー、オリーブ、コムギ、ココア、イチョウ、ヤクヨウニンジン、カンゾウ、ハ
ニーサックル、ソフォラ、プエラリア、マツ属、柑橘類、フィランタス・エンブリカ（Ｐ
ｈｙｌｌａｎｔｈｕｓ　ｅｍｂｌｉｃａ：油柑）またはセントジョーンズワートの抽出物
または画分、ブドウの種、小麦麦芽、フィランタス・エンブリカ（油柑）、コエンザイム
、好ましくはコエンザイムＱ１０、プラストキノン、およびメナキノンの抽出物または画
分。好ましい抗酸化剤はビタミンＡおよびその誘導体、ビタミンＣおよびその誘導体、ト
コフェロール（好ましくはトコフェリルアセテート）およびその誘導体、およびユビキノ
ンから成る群から選択される。
【００４２】
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　前記ビタミンＥおよび／またはその誘導体を抗酸化剤として用いる場合、製剤の全質量
に対してそれぞれの濃度を約０．００１～約１０重量％の範囲から選択すると有利である
。前記ビタミンＡ、ビタミンＡ誘導体、カロテンまたは誘導体を抗酸化剤として用いる場
合、製剤の全質量に対してそれぞれの濃度を約０．００１～約１０重量％の範囲から選択
すると有利である。
【００４３】
抗炎症剤
　本発明に係る組成物はまた、抗炎症成分および／または発赤抑制成分および／または痒
み抑制成分（成分ｂ４）を含んで良く、その量は製剤の全質量に対して約０．１～約３０
重量％、より好ましくは約０．５～約１５重量％、特に好ましくは約１～約１０重量％で
ある。
【００４４】
　本発明の組成物はまた、好ましくは、下記の群から選択される抗炎症成分、発赤抑制成
分、痒み抑制成分、特に副腎皮質ステロイド系ステロイド物質から成る：ヒドロコルチゾ
ン、デキサメタゾン、デキサメタゾンホスフェート、メチルプレドニゾロンまたはコルチ
ゾン、これらは抗炎症活性成分または発赤抑制および痒み止め成分として有利に用いられ
、これらの例には他のステロイド系抗炎症薬を加え得る。また非ステロイド系抗炎症薬も
用い得る。ここでは、例として次のものが挙げられる：ピロキシカムまたはテノキシカム
などのオキシカム；アスピリン、ジサルシド、ソルプリン、またはフェンドサルなどのサ
リチル酸塩；ジクロフェナク、フェンクロフェナク、インドメタシン、スリンダク、トル
メチンまたはクリンダナクなどの酢酸誘導体；メフェナム酸、メクロフェナム酸、フルフ
ェナム酸またはニフルム酸などのフェナム酸；イブプロフェン、ナプロキセン、ベノキサ
プロフェンまたはフェニルブタゾン、オキシフェニルブタゾン、フェブラゾンもしくはア
ザプロパゾンピラゾールといったピラゾールなどのプロピオン酸誘導体。アントラニル酸
誘導体、特に国際特許出願公開第２００４　０４７８３３号に記載のアベナンスラミドは
本発明に係る組成物における好ましい痒み止め成分である。
【００４５】
　また下記のものも有用である：天然のまたは天然に存在する抗炎症物質または発赤およ
び／または痒みを抑制する物質の混合物、特に、カモミール、アロエベラ、コンミフォラ
種、ルビア種、ヤナギ、ウィローハーブ、オートムギ、キンセンカ、アルニカ、セントジ
ョーンズワート、ハニーサックル、ローズマリー、チャボトケイソウ、アメリカマンサク
、ジンジャーまたはエキナセアの抽出物または画分；好ましくは下記より選択される群か
ら成る：カモミール、アロエベラ、オートムギ、カレンデュラ、アルニカ、ハニーサック
ル、ローズマリー、アメリカマンサク、ジンジャーまたはエキナセアの抽出物または画分
、および／または純粋物質、好ましくはアルファ－ビサボロール、アピゲニン、アピゲニ
ン－７－グルコシド、ジンゲロール、ショウガオール、ギンゲルジオール、デヒドロジン
ゲジオン、パラドール、天然または天然に存在するアベナンスラミド、好ましくはトラニ
ラスト、アベナンスラミドＡ、アベナンスラミドＢ、アベナンスラミドＣ、非天然または
非天然に存在するアベナンスラミド、好ましくはジヒドロアベナンスラミドＤ、ジヒドロ
アベナンスラミドＥ、アベナンスラミドＤ、アベナンスラミドＥ、アベナンスラミドＦ、
ボスウェル酸、フィトステロール、グリチルリジン、グラブリジンおよびリコカルコンＡ
；好ましくは下記より選択される群から成る：アルファ－ビサボロール、天然アベナンス
ラミド、非天然アベナンスラミド、好ましくはジヒドロアベナンスラミドＤ（国際公開第
２００４　０４７８３３号に記載）、ボスウェル酸、フィトステロール、グリチルリジン
、グラブリジンおよびリコカルコンＡ、および／またはアラントイン、パンテノール、ラ
ノリン、（擬似）セラミド［好ましくはセラミド２、ヒドロキシプロピルビスパルミタミ
ドＭＥＡ、セチルオキシプロピルグリセリルメトキシプロピルミリスタミド、Ｎ－（１－
ヘキサデカノイル）－４－ヒドロキシ－Ｌ－プロリン（１－ヘキサデシル）エステル、ヒ
ドロキシエチルパルミチルオキシヒドロキシプロピルパルミタミド］、グリコスフィンゴ
リピド、フィトステロール、キトサン、マンノース、ラクトース、β－グルカン、特にオ
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ートムギ由来の１，３－１，４－β－グルカン。
【００４６】
　本発明においてビサボロールを用いる場合、このビサボロールは天然由来のものでも合
成由来のものでもよく、好ましくは「α－ビサボロール」である。その場合に用いるビサ
ボロールは、好ましくは合成により調製したあるいは天然の（－）－α－ビサボロールな
らびに／または合成した混合異性体α－ビサボロールである。天然（－）－α－ビサボロ
ールを用いる場合、精油または植物抽出物もしくは画分の成分として用いることもでき、
例えばカモミールオイルあるいはＶａｎｉｌｌｏｓｍｏｐｓｉｓ属（特にＶａｎｉｌｌｏ
ｓｍｏｐｓｉｓ　ｅｒｙｔｈｒｏｐａｐｐａまたはＶａｎｉｌｌｏｓｍｏｐｓｉｓ　ａｒ
ｂｏｒｅａ）オイルまたは抽出物（あるいは画分）の成分として用いうる。合成α－ビサ
ボロールは、例えばＳｙｍｒｉｓｅ製の「Ｄｒａｇｏｓａｎｔｏｌ」という商品名で入手
可能である。
【００４７】
　本発明においてショウガ抽出物を用いる場合、好ましくは、メタノール、エタノール、
イソプロパノール、アセトン、酢酸エチル、二酸化炭素（ＣＯ２）、ヘキサン、ジクロロ
メタン、クロロホルムまたはその他の溶媒あるいは同等の極性を有する溶剤混合物を用い
て調製される生または乾燥ショウガ根抽出物を用いる。これら抽出物には、特徴的に、有
効量の皮膚刺激抑制成分、例えばジンゲロール、ショウガオール、ギンゲジオール、デヒ
ドロジンゲジオン、および／またはパラドールが存在する。
【００４８】
落屑剤
　本発明に係る組成物はまた、製剤の全質量に対して約０．１～約３０重量％、より好ま
しくは約０．５～約１５重量％、特に好ましくは１～約１０重量％の量の落屑剤（成分ｂ
５）を含んでよい。「落屑剤」という文言は、次の作用が可能なあらゆる化合物を意味す
ると理解されるものである：
・剥離促進による直接の落屑作用、例えばβ－ヒドロキシ酸、特にサリチル酸およびその
誘導体（５－ｎ－オクタノイルサリチル酸を含む）；α－ヒドロキシ酸、例えばグリコー
ル酸、クエン酸、乳酸、酒石酸、リンゴ酸またはマンデル酸；尿素；ゲンチシン酸；オリ
ゴフコース；ケイ皮酸；エンジュ（Ｓｏｐｈｏｒａ　ｊａｐｏｎｉｃａ）抽出物；レスベ
ラトロールおよびジャスモン酸の所定の誘導体による作用；あるいは
・コルネオデスモソーム、グリコシダーゼ、角質層キモトリプシン酵素（Ｓｔｒａｔｕｍ
　Ｃｏｒｎｅｕｍ　Ｃｈｙｍｏｔｒｙｐｔｉｃ　Ｅｎｚｙｍｅ：ＳＣＣＥ）またはその他
のプロテアーゼ（トリプシン様、キモトリプシン様）の剥離または分解に関係する酵素に
よる作用。無機塩キレート剤は次のものが挙げられる：ＥＤＴＡ；Ｎ－アシル－Ｎ，Ｎ’
，Ｎ’－エチレンジアミン三酢酸；アミノスルホン化合物および特に（Ｎ－２－ヒドロキ
シエチルピペリジン－Ｎ－２－エタン）スルホン酸（ＨＥＰＥＳ）；２－オキソチアゾリ
ジン－４－カルボン酸（プロシステイン）の誘導体；グリシン型α－アミノ酸（欧州特許
出願公開第０　８５２　９４９号に記載および商品名ＴＲＩＬＯＮ　ＭとしてＢＡＳＦ社
より市販されているメチルグリシンジアセタートナトリウム）の誘導体；蜂蜜；Ｏ－オク
タノイル－６－Ｄ－マルトースおよびＮ－アセチルグルコサミンなどの糖誘導体；ＳＩＬ
ＡＢ社よりＲｅｃｏｖｅｒｉｎｅ（登録商標）という商品名で市販されているクリ抽出物
、ＳＩＬＡＢ社よりＥｘｆｏｌａｃｔｉｖｅ（登録商標）という商品名で市販されている
ウチワサボテン抽出物、またはＤｅｇｕｓｓａ社よりＰｈｙｔｏｓｐｈｉｎｇｏｓｉｎｅ
　ＳＬＣ（登録商標）（サリチル酸を付加したフィトスフィンゴシン）という商品名で市
販されているウチワサボテン抽出物。
【００４９】
　本発明において好適な落屑剤は具体的には以下を含む群から選択される：スルホン酸、
カルシウムキレート剤、α－ヒドロキシ酸、例えばグリコール酸、クエン酸、乳酸、酒石
酸、リンゴ酸またはマンデル酸；アスコルビン酸およびその誘導体（例えばアスコルビル
グルコシドおよびリン酸アスコルビルマグネシウム）；ニコチンアミド；尿素；（Ｎ－２
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－ヒドロキシエチルピペリジン－Ｎ－２－エタン）スルホン酸（ＨＥＰＥＳ）、β－ヒド
ロキシ酸、例えばサリチル酸およびその誘導体、レチノイド、例えばレチノールおよびそ
のエステル、レチナール、レチン酸およびその誘導体、仏国許出願公開第号２５７０３７
７号、欧州特許出願公開第０１９９６３６号、欧州特許出願公開第０３２５５４０号、欧
州特許出願公開第０４０２０７２号に記載の落屑剤、市販のクリあるいはウチワサボテン
抽出物、特にＳＩＬＡＢ社より市販されているもの；システインまたはシステイン前駆体
などの分解化合物。
【００５０】
　本発明において、落屑剤としては、欧州特許出願公開第１５２９５２２号に記載のよう
に、ニコチン酸およびそのエステル、ビタミンＶ３またはビタミンＰＰとも呼ばれるニコ
チンアミド、アスコルビン酸およびその前駆体も用い得る。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明によれば、組成物は、化粧品組成物、医薬品組成物または栄養補助食品組成物で
あって良い。本発明に係るスクラレオリドの使用のために好適な分野は、皮膚用製剤また
は製品であって、皮膚および／または毛髪の治療、ケアおよび／またはクレンジングのた
めにあるいはデコラティブ化粧品におけるメークアップ製品として機能する皮膚用日焼け
防止製品である。
【００５２】
化粧品および／または医薬組成物
　本発明に係る製剤は以下などを付加的助剤および添加剤として含んでよい：研磨材、抗
アクネ剤、皮膚用アンチエイジング剤、抗蜂巣炎剤、抗フケ剤、抗炎症薬、炎症抑制剤、
炎症阻害剤、抗酸化剤、収斂剤、発汗抑制剤、防腐剤、静電防止剤、結合剤、緩衝剤、担
体材料、キレート剤、細胞刺激剤、クレンジング剤、ケア剤、脱毛剤、界面活性物質、脱
臭剤、制汗剤、軟化剤、乳化剤、酵素、精油、繊維、被膜剤、固定剤、発泡剤、発泡安定
剤、発泡防止剤、発泡増強剤、ゲル化剤、ゲル形成剤、ヘアケア剤、ヘアセット剤、ヘア
矯正剤、湿気付与剤、加湿剤、保湿剤、漂白剤、補強剤、しみ抜き剤、光学的漂白剤、含
浸剤、防汚剤、減摩剤、潤滑剤、保湿クリーム、軟膏、乳白剤、可塑剤、被覆剤、艶出剤
、光沢剤、ポリマー、粉剤、プロテイン剤、再油化剤、研削剤、シリコーン剤、皮膚用鎮
痛剤、スキンクレンジング剤、スキンケア剤、皮膚用治癒剤、皮膚用美白剤、皮膚保護剤
、皮膚柔軟化剤、発毛促進剤、冷却剤、皮膚用冷却剤、加温剤、皮膚用加温剤、安定剤、
紫外線吸収剤、ＵＶフィルタ、洗剤、繊維コンディショニング剤、沈澱防止剤、スキンブ
ラウニング剤、増粘剤、ビタミン剤、油、ワックス、脂肪、ホスホリピド、飽和脂肪酸、
モノ不飽和脂肪酸あるいはポリ不飽和脂肪酸、α－ヒドロキシ酸、ポリヒドロキシ脂肪酸
、液化剤、染料、色保護剤、顔料、防錆剤、芳香剤、風味物質、香料、ポリオール、界面
活性剤、電解質、有機溶剤、またはシリコーン誘導体等。
【００５３】
Ａ１．界面活性剤
　他の好ましい助剤および添加物としては、アニオン性および／または両性または双性イ
オン性界面活性剤がある。アニオン界面活性剤の代表的な例として以下が挙げられる：石
鹸、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸エステル、オレフィンスルホン
酸塩、アルキルエーテルスルホン酸エステル、グリセロールエーテルスルホン酸エステル
、メチルエステルスルホン酸エステル、スルホ脂肪酸、アルキル硫酸、脂肪アルコールエ
ーテル硫酸塩、グリセリンエーテル硫酸塩、脂肪酸エーテル硫酸塩、エーテル硫酸塩、モ
ノグリセリド（エーテル）硫酸塩、脂肪酸アミド（エーテル）硫酸塩、モノおよびジアル
キルスルホサクシネート、モノおよびジアルキルスルホサクシナメート、スルホトリグリ
セリド、アミド石鹸、エーテルカルボン酸およびその塩、脂肪酸イセチオネート、脂肪酸
サルコシネート、脂肪酸タウリド；ならびにＮ－アシルアミノ酸、例えばアシルラクチレ
ート、アシルタートレート、アシルグルタメート、およびアシルアスパレート；およびア
ルキルオリゴグルコシドスルフェート、タンパク質脂肪酸縮合物（特に小麦ベースの植物
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性製品）およびアルキル（エーテル）リン酸塩。アニオン性界面活性剤がポリグリコール
エーテル鎖を含む場合、この鎖は従来のホモログ分布を有してもよいが、ホモログ分布の
範囲は狭いことが好ましい。両性または双性イオン性界面活性剤の代表的な例としては以
下が挙げられる：アルキルベタイン、アルキルアミドベタイン、アミノプロピオナート、
アミノグリシネート、イミダゾリニウムベタインおよびスルホベタイン。ここに記載の界
面活性剤はすべて既知化合物であり、その構造および製造に関する情報は、関連する総観
的な著述に記載されている（例えば以下を参照）：Ｊ．Ｆａｌｂｅ編、“Ｓｕｒｆａｃｔ
ａｎｔｓ　ｉｎ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ”（消費者製品における界面活性
剤），Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｂｅｒｌｉｎ（１９８７），５４～１２４ペー
ジまたはＪ．Ｆａｌｂｅ編、“Ｋａｔａｌｙｓａｔｏｒｅｎ，Ｔｅｎｓｉｄｅ　ｕｎｄ　
Ｍｉｎｅｒａｌoｌａｄｄｉｔｉｖｅ（触媒、界面活性剤と鉱物油添加物）”，Ｔｈｉｅ
ｍｅ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，１９７８，１２３－２１７ページ。製造時に
おいて、界面活性剤の含有率は製剤全質量に対して０.１～１０重量％であって良く、好
ましくは０．５～５重量％である。
【００５４】
Ａ２．油体
　油－水エマルションの構成要素となる好適な油体は、例えば以下のものである：炭素原
子を６～１８個、好ましくは８～１０個含有する脂肪アルコール系のゲルベ（Ｇｕｅｒｂ
ｅｔ）アルコール類、Ｃ６－Ｃ２２の直鎖もしくは分岐脂肪族アルコール類を有するＣ６
－Ｃ２２直鎖脂肪族のエステルまたはＣ６－Ｃ２２の直鎖もしくは分岐脂肪族アルコール
類を有するＣ６－Ｃ１３直鎖脂肪族のエステル、例えばミリスチルミリステート、ミリス
チルパルミテート、ミリスチルステアレート、ミリスチルイソステアレート、ミリスチル
オレエート、ミリスチルベヘネート、ミリスチルエルケート、セチルミリステート、セチ
ルパルミテート、セチルステアレート、セチルイソステアレート、セチルオレエート、セ
チルベヘネート、セチルエルケート、ステアリルミリステート、ステアリルパルミテート
、ステアリルステアレート、ステアリルイソステアレート、ステアリルオレエート、ステ
アリルベヘネート、ステアリルエルケート、イソステアリルミリステート、イソステアリ
ルパルミテート、イソステアリルステアレート、イソステアリルイソステアレート、イソ
ステアリルオレエート、イソステアリルベヘネート、イソステアリルオレエート、オレイ
ルミリステート、オレイルパルミテート、オレイルステアレート、オレイルイソステアレ
ート、オレイルオレエート、オレイルベヘネート、オレイルエルケート、ベヘニルミリス
テート、ベヘニルパルミテート、ベヘニルステアレート、ベヘニルイソステアレート、ベ
ヘニルオレエート、ベヘニルベヘネート、ベヘニルエルケート、エルシルミリステート、
エルシルパルミテート、エルシルステアレート、エルシルイソステアレート、エルシルオ
レエート、エルシルベヘネートおよびエルシルエルケート。また、以下のものも好適であ
る：直鎖Ｃ６－Ｃ２２脂肪酸と分岐脂肪アルコールとのエステル、特に２－エチルヘクサ
ノール、Ｃ１８－Ｃ３８アルキルヒドロキシカルボン酸と直鎖または分岐Ｃ６－Ｃ２２脂
肪アルコールとのエステル、特にジオクチルマレート、直鎖および／または分岐脂肪酸と
多価アルコール（例えば、プロピレングリコール、ダイマージオールまたはトリマートリ
オール）および／またはゲルベアルコールとのエステル、Ｃ６－Ｃ１０脂肪酸系のトリグ
リセリド、Ｃ６－Ｃ１８脂肪酸系の液体モノ／ジ／トリグリセリド混合物、Ｃ６－Ｃ２２

脂肪アルコールおよび／またはゲルベアルコールと芳香族カルボン酸（特に安息香酸）と
のエステル、Ｃ２－Ｃ１２ジカルボン酸と１～２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐
アルコールとのエステルもしくは２～１０個の炭素原子および２～６個のヒドロキシル基
を含有するポリオールとのエステル、植物性油、分岐第一級アルコール、置換シクロヘキ
サン、直鎖および分岐Ｃ６－Ｃ２２脂肪アルコールカーボネート、例えばジカプリリルカ
ーボネート（Ｃｅｔｉｏｌ（登録商標）ＣＣ）、６～１８個、好ましくは８～１０個の炭
素原子を含有する脂肪アルコール系のゲルベカーボネート、安息香酸と直鎖および／また
は分岐Ｃ６－Ｃ２２アルコールとのエステル（例えばＦｉｎｓｏｌｖ（登録商標）ＴＮ）
、アルキル基一つあたり６～２２個の炭素原子を含有する直鎖または分岐、対称または非
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対称ジアルキルエーテル、例えばジカプリリルエーテル（Ｃｅｔｉｏｌ（登録商標）ＯＥ
）、ポリオールによるエポキシ化脂肪酸エステルの開環生成物、シリコーンオイル（シク
ロメチコン、シリコーンメチコングレード等）および／または脂肪族もしくはナフテン炭
化水素、例えばスクアラン、スクアレン、またはジアルキルシクロヘキサン。
【００５５】
Ａ３．乳化剤
　また、例えば以下の他の界面活性剤を乳化剤として製剤に加えてもよい：
・２～３０ｍｏｌの酸化エチレンおよび／または０～５ｍｏｌの酸化プロピレンの直鎖Ｃ

８－２２脂肪アルコールへの付加生成物、Ｃ１２－２２脂肪酸への付加生成物、およびア
ルキル基において８～１５個の炭素原子を有するアルキルフェノールへの付加生成物；
・１～３０ｍｏｌの酸化エチレンのグリセロールへの付加生成物のＣ１２／１８脂肪酸モ
ノエステルおよびジエステル；
・６～２２個の炭素原子を有する飽和および不飽和脂肪酸のグリセロールモノおよびジエ
ステルへの付加生成物ならびにソルビタン　モノおよびジエステルへの付加生成物ならび
にその酸化エチレンへの付加生成物；
・１５～６０ｍｏｌの酸化エチレンのヒマシ油および／または硬化ヒマシ油への付加生成
物；
・ポリオールエステルおよび特にポリグリセロール　ポリリシノレート、ポリグリセロー
ル　ポリ－１２－ヒドロキシヒドロキシステアレートまたはポリグリセロール　ダイメレ
ート　イソステアレートなどのポリグリセロールエステル。
　これらの種類のうちのいくつかの混合物もまた適切である：
・２～１５ｍｏｌの酸化エチレンのヒマシ油および／または硬化ヒマシ油への付加生成物
；
・直鎖、分岐、不飽和または飽和Ｃ６／２２脂肪酸、リシノール酸および１２－ヒドロキ
システアリン酸、およびグリセロール、ポリグリセロール、ペンタエリトリトール、ジペ
ンタエリスリトール、糖アルコール（例えばソルビトール、アルキルグルコシド（例えば
メチルグルコシド、ブチルグルコシド、ラウリルグルコシド）およびポリグルコシド（例
えばセルロース）系の部分エステル；
・リン酸モノ－、ジ－およびトリアルキルおよびＰＥＧ－モノ－、ジ－およびトリアルキ
ル－リン酸エステルおよびその塩）；
・羊毛ろうアルコール；
・ポリシロキサン／ポリアルキルポリエーテルコポリマーおよび相当する誘導体；
・ペンタエリスリトール、脂肪酸、クエン酸および脂肪アルコールの混合エステルおよび
／またはＣ６－２２脂肪酸、メチルグルコースおよびポリオール（好ましくはグリセロー
ルまたはポリグリセロール）との混合エステル；
・ポリアルキレングリコール、および；
・グリセロールカーボネート。
　酸化エチレンおよび／または酸化プロピレンの、脂肪アルコール、脂肪酸、アルキルフ
ェノール、脂肪酸のグリセロールモノ－およびジエステルならびにソルビタン　モノ－お
よびジエステルへの付加生成物またはヒマシ油ジエステルへの付加生成物は、既知の市販
品である。これらは、アルコキシル化度の平均が酸化エチレンの数および／または酸化プ
ロピレンの数と添加反応との間の比率に対応する、添加反応に用いるホモログ混合物およ
び基板である。酸化エチレンのグリセリンへの付加生成物のＣ１２／１８脂肪酸モノエス
テルおよびジエステルは、化粧品配合物に対する脂質層増強剤として知られている。好適
な乳化剤の更なる詳細を以下に示す：
（ｉ）部分グリセリド
　好適な部分グリセリドは典型例として下記を含む：ヒドロキシステアリン酸モノグリセ
リド、ヒドロキシステアリン酸ジグリセリド、イソステアリン酸モノグリセリド、イソス
テアリン酸ジグリセリド、オレイン酸モノグリセリド、オレイン酸ジグリセリド、リシノ
ール酸モノグリセリド、リシノール酸ジグリセリド、リノール酸モノグリセリド、リノー
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ル酸ジグリセリド、リノレン酸モノグリセリド、リノレン酸ジグリセリド、エルカ酸モノ
グリセリド、エルカ酸ジグリセリド、酒石酸モノグリセリド、酒石酸ジグリセリド、クエ
ン酸モノグリセリド、クエン酸ジグリセリド、リンゴ酸モノグリセリド、リンゴ酸ジグリ
セリド、およびこれらの工業用混合物で製造工程から少量のトリグリセリドを含むものも
また好適である。１～３０ｍｏｌ、好ましくは５～１０ｍｏｌの酸化エチレンの上述の部
分グリセリドへの付加生成物もまた好適である。
（ｉｉ）ソルビタンエステル
　好適なソルビタンエステルは、下記を含む：ソルビタンモノイソステアレート、ソルビ
タンセスキイソステアレート、ソルビタンジイソステアレート、ソルビタントリイソステ
アレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタンジオレ
エート、ソルビタントリオレエート、ソルビタンモノエルケート、ソルビタンセスキエル
ケート、ソルビタンジエルケート、ソルビタントリエルケート、ソルビタンモノリシノレ
ート、ソルビタンセスキリシノレート、ソルビタンジリシノレート、ソルビタントリリシ
ノレート、ソルビタンモノヒドロキシステアレート、ソルビタンセスキヒドロキシステア
レート、ソルビタンジヒドロキシステアレート、ソルビタントリヒドロキシステレート、
ソルビタンモノタートレート、ソルビタンセスキタートレート、ソルビタンジタートレー
ト、ソルビタントリタートレート、ソルビタンモノシトラート、ソルビタンセスキシトラ
ート、ソルビタンジシトラート、ソルビタントリシトラート、ソルビタンモノマレエート
、ソルビタンセスキマレエート、ソルビタンジマレエート、ソルビタントリマレエートお
よびこれらの工業用混合物。１～３０ｍｏｌ、好ましくは５～１０ｍｏｌの酸化エチレン
の上述の部分グリセリドへの付加生成物もまた好適である。
（ｉｉｉ）ポリグリセロールエステル
　好適なポリグリセロールエステルは代表例として下記を含む：ポリグリセリル－２　ジ
ポリヒドロキシステレート（Ｄｅｈｙｍｕｌｓ（登録商標）ＰＧＰＨ））、ポリグリセリ
ル－３－ジイソステアレート（Ｌａｍｅ　ｆｏｒｍ（登録商標）ＴＧＩ））、ポリグリセ
リル－４　イソステアレート（Ｉｓｏｌａｎ（登録商標）ＧＩ　３４））、ポリグリセリ
ル－３　オレエート、ジイソステアロイル　ポリグリセリル－３　ジイソステアレート（
Ｉｓｏｌａｎ（登録商標）ＰＤＩ））、ポリグリセリル－３　メチルグルコース　ジステ
アレート（Ｔｅｇｏ　Ｃａｒｅ（登録商標）４５０））、ポリグリセリル－３　蜜蝋（Ｃ
ｅｒａ　Ｂｅｌｌｉｎａ（登録商標））、ポリグリセリル－４　カプレート（Ｐｏｌｙｇ
ｌｙｃｅｒｏｌ　Ｃａｐｒａｔｅ　Ｔ２０１０／９０））、ポリグリセリル－３　セチル
　エーテル（Ｃｈｉｍｅｘａｎｅ（登録商標）ＮＬ））、ポリグリセリル－３　ジステア
レート（Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ（登録商標）ＧＳ　３２）およびポリグリセリン　ポリリシ
ノレート（Ａｄｍｕｌ（登録商標）ＷＯＬ　１４０３）、ポリグリセリル　ダイメレート
　イソステアレート、ならびにそれらの混合物。他の好適なポリオールエステルとしては
、例えば、トリメチロールプロパンまたはペンタエリスリトールと、ラウリン酸、ヤシ油
脂肪酸、獣脂脂肪酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、ベヘン酸などとのモノ
、ジおよびトリエステルであって、場合によりエチレンオキシド１～３０ｍｏｌと反応し
たもの等を挙げることができる。
（ｉｖ）アニオン性乳化剤
　アニオン性乳化剤の代表的な例としては、例えば脂肪族Ｃ１２－２２脂肪酸であり、例
えばパルミチン酸、ステアリン酸またはベヘン酸、および例えば、Ｃ１２－２２ジカルボ
ン酸、例えばアゼライン酸またはセバシン酸がある。
（ｖ）両性乳化剤
　他の好適な乳化剤としては、両性あるいは双イオン性界面活性剤がある。双イオン性界
面活性剤は、分子中に少なくとも一つの第四級アンモニウム基、少なくとも一つのカルボ
キシラートおよび一つのスルホン酸塩を含む、界面活性な化合物である。特に好適な双イ
オン性界面活性剤としては、いわゆるベタイン、例えばＮ－アルキル－Ｎ，Ｎ－ジメチル
アンモニウムグリシネート、例えばココナツアルキルジメチルアンモニウムグリシネート
、Ｎ－アシルアミノプロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムグリシネート、例えばココ



(19) JP 6553845 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

ナツアシルアミノプロピル　ジメチル　アンモニウムグリシネート、および８～１８個の
炭素原子のアルキルまたはアシル基を有する２－アルキル－３－カルボキシメチル－３－
ヒドロキシエチル　イミダゾリンおよびココナツアシルアミノエチルヒドロキシエチル　
カルボキシメチルグリシネートがある。コカミドプロピルベタインというＣＴＦＡ名で知
られている脂肪酸アミド誘導体が最も好ましい。両性界面活性剤も好適な乳化剤である。
両性界面活性剤としては、Ｃ８／１８アルキルまたはアシル基に加え、分子内に少なくと
も一つの遊離アミノ基および少なくとも一つの－ＣＯＯＨ－または－ＳＯ３Ｈ－基を有し
、分子内塩を形成する界面活性化合物である。好適な両性界面活性剤は、約８～１８個の
炭素原子のアルキル基を有するＮ－アルキルグリシン、Ｎ－アルキルプロピオン酸、Ｎ－
アルキルアミノ酪酸、Ｎ－アルキルイミノジプロピオン酸、Ｎ－ヒドロキシエチル－Ｎ－
アルキルアミドプロピルグリシン、Ｎ－アルキルタウリン、Ｎ－アルキルサルコシン、２
－アルキルアミノプロピオン酸およびアルキルアミノ酢酸である。特に好ましい両性界面
活性剤は、Ｎ－ココナツアルキルアミノプロピオン酸、ココナツアシルアミノエチルアミ
ノプロピオン酸およびＣ１２／１８アシルサルコシンである。
【００５６】
Ａ４．過脂肪剤およびコンシステンシーファクター（粘度調整物質）
　過脂肪剤は、例えば、ラノリンおよびレシチン、さらにポリエトキシル化またはアシル
化したラノリンおよびレシチン誘導体、ポリオール脂肪酸エステル、モノグリセリドおよ
び脂肪酸アルカノールアミド（後者は、発泡安定剤としても働く）等から選択されて良い
。
【００５７】
　好適な粘度調整物質としては、主に１２～２２個、好ましくは１６～１８個の炭素原子
を含む脂肪アルコールまたはヒドロキシ脂肪アルコール、さらに部分グリセリド、脂肪酸
またはヒドロキシ脂肪酸である。これらの物質と、アルキルオリゴグルコシドおよび／ま
たは同じ鎖長の脂肪酸Ｎ－メチルグルカミドおよび／またはポリグリセロールポリ－１２
－ヒドロキシステアレートとの組合せが好ましい。
【００５８】
Ａ５．増粘剤およびレオロジー添加物
　好適な増粘剤は、例えば、Ａｅｒｏｓｉｌ（登録商標）グレード（親水性シリカ）、多
糖、特にキサンタンガム、グアー、寒天、アルギン酸塩およびチロース、カルボキシメチ
ルセルロースおよびヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシプロピルセルロース、
さらに比較的高分子量の脂肪酸ポリエチレングリコールモノエステルおよびジエステル、
ポリアクリレート（例えば、Ｃａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）（Ｇｏｏｄｒｉｃｈ）；Ｓｙ
ｎｔｈａｌｅｎｓ（登録商標）（Ｓｉｇｍａ）；ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコ
ールおよびポリビニルピロリドン、エトキシル化脂肪酸グリセリドなどの界面活性剤、脂
肪酸とペンタエリトリトールまたはトリメチロールプロパンなどのポリオールとのエステ
ル、狭い同族体分布を有する脂肪アルコールエトキシレートならびに塩化ナトリウムおよ
び塩化アンモニウムなどの電解質である。
【００５９】
Ａ６．ポリマー
　好適な陽イオン性ポリマーは、例えば以下を含む：陽イオン性セルロース誘導体、例え
ば第四級化したヒドロキシエチルセルロース（ＡｍｅｒｃｈｏｌからＰｏｌｙｍｅｒ　Ｊ
Ｒ　４００（登録商標）の名称で入手できる）、陽イオン性デンプン、ジアリルアンモニ
ウム塩とアクリルアミドのコポリマー、第四級化したビニルピロリドン／ビニルイミダゾ
ールポリマー、例えばＬｕｖｉｑｕａｔ（登録商標）（ＢＡＳＦ）、ポリグリコールとア
ミンの縮合生成物、第四級化したコラーゲンポリペプチド、例えばラウリルジモニウムヒ
ドロキシプロピル加水分解コラーゲン（Ｌａｍｅｑｕａｔ（登録商標）Ｌ、Ｇｒｕｅｎａ
ｕ）、第四級化したコムギポリペプチド、ポリエチレンイミン、陽イオン性シリコーンポ
リマー、例えばアミドメチコーン、アジピン酸とジメチルアミノヒドロキシプロピルジエ
チレントリアミンのコポリマー（Ｃａｒｔａｒｅｔｉｎ（登録商標）、Ｓａｎｄｏｚ）、
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アクリル酸とジメチルジアリルアンモニウムクロリドのコポリマー（Ｍｅｒｑｕａｔ（登
録商標）５５０、Ｃｈｅｍｖｉｒｏｎ）、ポリアミノポリアミドおよびその架橋した水溶
性ポリマー、陽イオン性キチン誘導体、例えば第四級化したキトサン（微結晶分散しても
よい）、ジブロモブタンなどのジハロアルキルとビス－ジメチルアミノ－１，３－プロパ
ンなどのビスジアルキルアミンとの縮合生成物、Ｃｅｌａｎｅｓｅ社製のＪａｇｕａｒ（
登録商標）ＣＢＳ、Ｊａｇｕａｒ（登録商標）Ｃ－１７、Ｊａｇｕａｒ（登録商標）Ｃ－
１６などの陽イオン性グアーガム、Ｍｉｒａｎｏｌ社製のＭｉｒａｐｏｌ（登録商標）Ａ
－１５、Ｍｉｒａｐｏｌ（登録商標）ＡＤ－１、Ｍｉｒａｐｏｌ（登録商標）ＡＺ－１）
などの第四級化したアンモニウム塩ポリマー、ならびにＲｈｅｏｃａｒｅ（登録商標）Ｃ
ＣあるいはＵｌｔｒａｇｅｌ（登録商標）３００の名称で市場において入手できる種々の
ポリクォータニウム（例えば、６、７，３２、または３７）。
【００６０】
　好適なアニオン性、双性イオン性、両性および非イオン性ポリマーは、例えば、酢酸ビ
ニル／クロトン酸コポリマー、ビニルピロリドン／アクリル酸ビニルコポリマー、酢酸ビ
ニル／マレイン酸ブチル／アクリル酸イソボルニルコポリマー、メチルビニルエーテル／
無水マレイン酸コポリマーおよびそのエステル、未架橋のポリアクリル酸およびポリオー
ル架橋したポリアクリル酸、アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド／
アクリレートコポリマー、オクチルアクリルアミド／メタクリル酸メチル／ｔｅｒｔ－ブ
チルアミノエチルメタクリレート／２－ヒドロキシプロピルメタクリレートコポリマー、
ポリビニルピロリドン、ビニルピロリドン／酢酸ビニルコポリマー、ビニルピロリドン／
ジメチルアミノエチルメタクリレート／ビニルカプロラクタムターポリマーおよび所望に
より誘導体化したセルロースエーテルおよびシリコーンである。
【００６１】
Ａ７．真珠色化ワックス
　好適な真珠色化ワックスの例は、アルキレングリコールエステル、特にエチレングリコ
ールジステアレート；脂肪酸アルカノールアミド、特にヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
；部分グリセリド、特にステアリン酸モノグリセリド；多塩基性の所望によりヒドロキシ
置換されたカルボン酸と、６～２２個の炭素原子を含む脂肪アルコールとのエステル、特
に酒石酸の長鎖エステル；合計して少なくとも２４個の炭素原子を含む脂肪化合物、例え
ば、脂肪アルコール、脂肪ケトン、脂肪アルデヒド、脂肪エーテルおよび脂肪カーボネー
ト、特にラウロンおよびジステアリルエーテル；脂肪酸、例えばステアリン酸、ヒドロキ
システアリン酸またはベヘン酸；１２～２２個の炭素原子を含むオレフィンエポキシドの
、１２～２２個の炭素原子を含む脂肪アルコールおよび／または２～１５個の炭素原子お
よび２～１０個のヒドロキシ基を含むポリオールによる開環生成物；およびこれらの混合
物である。
【００６２】
Ａ８．シリコーン
　好適なシリコーン化合物は、例えば、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシ
ロキサン、環式シリコーン、ならびに、アミノ－、脂肪酸－、アルコール－、ポリエーテ
ル－、エポキシ－、フッ素－、グリコシド－および／またはアルキル－修飾したシリコー
ン化合物であり、これらは、室温で液体または樹脂形態のいずれかとして存在することが
できる。また、以下も好適である：２００～３００のジメチルシロキサン単位の平均鎖長
を有するジメチコーンと水素化シリケートの混合物であるシメチコーン。Ｔｏｄｄ等、Ｃ
ｏｓｍ．　Ｔｏｉｌ．（１９７６）第９１巻，２７ページに好適な揮発性シリコーンの詳
細な説明が提供されている。
【００６３】
Ａ９．ワックスおよび安定剤
　好適なワックスは、本形態において用いる天然油に加え、特に天然ワックス、例えばキ
ャンデリラワックス、カルナバワックス、木蝋、アフリカハネガヤワックス、コルクワッ
クス、グアルマワックス、コメ胚油ワックス、サトウキビワックス、オウリキュリーワッ
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クス、モンタンワックス、蜜蝋、セラックワックス、鯨蝋、ラノリン（羊毛）ワックス、
尾羽脂、セレシン、オゾケライト（地蝋）、ペトロラタム、パラフィンワックス、微結晶
ワックス；化学修飾したワックス（硬ワックス）、例えばモンタンエステルワックス、サ
ゾールワックス、水素化ホホバワックス、ならびにポリアルキレンワックスおよびポリエ
チレングリコールワックスなどの合成ワックスである。
【００６４】
　脂肪酸の金属塩、例えばステアリン酸またはリシノール酸のマグネシウム、アルミニウ
ムおよび／または亜鉛塩などを安定剤として用い得る。
【００６５】
Ａ１０．アンチエイジング活性剤
　本発明の背景に従い、アンチエイジング製剤または生体製剤は、例えば抗酸化剤、マト
リックスメタロプロティナーゼ阻害剤（Ｍａｔｒｉｘ　Ｍｅｔａｌｌｏｐｒｏｔｅｉｎａ
ｓｅ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ：ＭＭＰＩ）、皮膚保湿剤、グリコサミングルカン合成刺激剤
、抗炎症剤、ＴＲＰＶ１拮抗物質、および植物抽出物である。
（ｉ）マトリックスメタロプロティナーゼ阻害剤（ＭＭＰＩ）
　好ましい組成物は、マトリックスメタロプロティナ－ゼ阻害剤、特に阻害性を有する酵
素切断性コラーゲンであるマトリックスタロプロティナーゼであって、下記より成る群か
ら選択される：ウルソル酸、レチニルパルミテート、没食子酸プロピル、プレコセン、６
－ヒドロキシ－７－メトキシ－２，２－ジメチル－１（２Ｈ）－ベンゾピラン、３，４－
ジヒドロ－６－ヒドロキシ－７－メトキシ－２，２－ジメチル－１（２Ｈ）－ベンゾピラ
ン、ベンズアミジン塩酸塩、システインプロテイナーゼ阻害剤Ｎ－エチルマレミドおよび
セリンプロテアーゼ阻害剤のイプシロン－アミノ－ｎ－カプロン酸：フェニルメチルスル
ホニルフルオライド、コルヒビン（Ｐｅｎｔａｐｈａｒｍ社；ＩＮＣＩ：加水分解コメタ
ンパク質）、オエノテロール（Ｓｏｌｉａｎｃｅ社；ＩＮＣＩ：プロピレングリコール、
水、オエノテラビエニス（Ｏｅｎｏｔｈｅｒａｂｉｅｎｎｉｓ）根エキス、エラグ酸およ
びエラギタニン（ｅｌｌａｇｉｔａｎｎｉｎｓ）、例えばザクロ由来）、ホスホルアミド
ンヒノキチオール、ＥＤＴＡ、ガラルジン、ＥｑｕｉＳｔａｔ（Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉ
ｖｅ　Ｇｒｏｕｐ社；リンゴ果実エキス、大豆種子エキス、ウルソル酸、大豆イソフラボ
ンおよび大豆タンパク質）、セージエキス、ＭＤＩ（Ａｔｒｉｕｍ社；ＩＮＣＩ：グリコ
サミノグリカン）、フェルミスキン（Ｓｉｌａｂ／Ｍａｗｉ社；ＩＮＣＩ：水およびレン
チヌスエドデス（ｌｅｎｔｉｎｕｓ　ｅｄｏｄｅｓ）エキス）、ａｃｔｉｍｐ　１．９．
３（Ｅｘｐａｎｓｃｉｅｎｃｅ／Ｒａｈｎ社；ＩＮＣＩ：加水分解ルピナスタンパク質）
、リポベルソーヤグリコン（ｌｉｐｏｂｅｌｌｅ　ｓｏｙａｇｌｙｃｏｎｅ）（Ｍｉｂｅ
ｌｌｅ社；ＩＮＣＩ：アルコール、ポリソルベート８０、レシチンおよび大豆イソフラボ
ン）、国際公開第０２／０６９９９２号に記載の緑茶および紅茶由来の抽出液および多数
の更なる植物エキス（本明細書に参照により組み込まれる同文献中の表１－１２参照）、
大豆由来のタンパク質もしくは糖タンパク質、コメ、エンドウ豆、ルピナス、または植物
由来のＭＭＰ阻害性を有する加水分解タンパク質、好ましくはシイタケ由来の抽出物、バ
ラ科、バラ亜科の葉由来の抽出物、特に国際公開第２００５／１２３１０１号に記載のブ
ラックベリーの葉エキス、例えばＳｙｍＭａｔｒｉｘ（Ｓｙｍｒｉｓｅ社、ＩＮＣＩ：マ
ルトデキストリン、Ｒｕｂｕｓ　Ｆｒｕｔｉｃｏｓｕｓ（ブラックベリー）葉抽出物）。
好ましい活性剤は下記より成る群から選択される：レチニールパルミチン酸塩、ウルソル
酸、バラ科、バラ亜科の葉由来の抽出物、ゲニステイン、およびダイドゼイン。
【００６６】
（ｉｉ）皮膚保湿剤
　好ましい皮膚保湿剤は、アルカンジオールまたは３～１２の炭素原子（好ましくはＣ３

－Ｃ１０－アルカンジオールおよびＣ３－Ｃ１０－アルカントリオール）を含むアルカン
トリオールより成る群から選択される。より好ましくは、皮膚保湿剤は、下記より成る群
から選択される：グリセロール、１，２－プロピレングリコール、１，２－ブチレングリ
コール、１，３－ブチレングリコール、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジ
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オール、１，２－オクタンジオールおよび１，２－デカンジオール。
【００６７】
（ｉｉｉ）グリコサミノグリカン合成刺激剤
　好ましい組成物は下記より選択される群から成るグリコサミノグリカンの合成を刺激す
る物質を含む：ヒアルロン酸およびその誘導体または塩、Ｓｕｂｌｉｓｋｉｎ（Ｓｅｄｅ
ｒｍａ製、ＩＮＣＩ：アルファルファ根粒菌培養濾液、セチルヒドロキシエチルセルロー
ス、レシチン）、Ｈｙａｌｕｆｉｘ（ＢＡＳＦ製、ＩＮＣＩ：水、ブチレングリコール、
アルピニア　ガランガ葉抽出物、キサンタンガム、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリ
ド）、Ｓｔｉｍｕｌｈｙａｌ（Ｓｏｌｉａｎｃｅ製、ＩＮＣＩ：カルシウムケトグルコネ
ート）、Ｓｙｎ－Ｇｌｙｃａｎ（ＤＳＭ製、ＩＮＣＩ：テトラデシル　アミノブチロイル
バリルアミノブチル酸ウレア　トリフルオロアセテート、グリセリン、塩化マグネシウム
）、Ｋａｌｐａｒｉａｎｅ（Ｂｉｏｔｅｃｈ　Ｍａｒｉｎｅ製）、ＤＣ　Ｕｐｒｅｇｕｌ
ｅｘ（特有の化粧料成分、ＩＮＣＩ：水、ブチレングリコール、燐脂質、加水分解セリシ
ン）、グルコサミン、Ｎ－アセチルグルコサミン、レチノイド、好ましくはレチノールお
よびビタミンＡ、ゴボウ実抽出物、ビワ抽出物、ゲンクワニン、Ｎ－メチル－Ｌ－セリン
、例えばＳｙｍｒｉｓｅ製ＤｒａｇｏｓａｎｔｏｌおよびＤｒａｇｏｓａｎｔｏｌ　１０
０などの（－）－α－ビサボロールまたは合成α－ビサボロール、オートムギグルカン、
ムラサキバレンギク抽出物、および加水分解大豆タンパク質。好ましい活性物質は下記よ
り選択される群から成る：ヒアルロン酸およびその誘導体または塩、レチノールおよびそ
の誘導体、Ｓｙｍｒｉｓｅ製ＤｒａｇｏｓａｎｔｏｌおよびＤｒａｇｏｓａｎｔｏｌ　１
００などの（－）－α－ビサボロールまたは合成α－ビサボロール、オートムギグルカン
、ムラサキバレンギク抽出物、アルファルファ根粒菌　培養濾液、カルシウムケトグルコ
ネート、アルピニア　ガランガ葉抽出物、テトラデシル　アミノブチロイルバリルアミノ
ブチル酸ウレア　トリフルオロアセテート。
【００６８】
（ｉｖ）ＴＲＰＶ１拮抗剤
　ＴＲＰＶ１アンタゴニストとしての作用に基づきアセチルテトラペプチド－１５などの
μ－受容体の働きにより皮膚神経過敏症を抑制する好適な化合物としては、例えばｔｒａ
ｎｓ－４－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキサノール（国際公開第２００９／０８７２４２号
に記載）またはＴＲＰＶ１の間接的モジュレータが好ましい。
【００６９】
（ｖ）　抗セルライト剤
　抗セルライト剤および脂肪分解剤は好ましくは国際特許出願公開第２００７／０７７５
４１号に記載のもの、β－アドレナリン受容体作動薬、例えばシネフリンとその誘導体、
および国際特許出願公開第２０１０／０９７４７９号に記載のシクロヘキシルカーバメー
トから成る群より選択される。抗セルライト剤の活性を増強またはブーストする薬剤、特
にＣ神経線維を刺激し、および／または脱分極させる薬剤は好ましくは、カプサイシンと
その誘導体、バニリル－ノニルアミドとその誘導体、Ｌ－カルニチン、コエンザイムＡ、
イソフラボノイド、大豆抽出物、アナナス属（パイナップル）抽出物および共役リノール
酸から成る群より選択される。
【００７０】
（ｖｉ）　脂肪増強剤
　本発明に係る配合物および製剤はまた、一つまたは複数の脂肪増強剤および／または脂
肪生成剤ならびに脂肪増強剤の活性を増強あるいはブーストする物質を含んでもよい。脂
肪増強剤は、例えばヒドロキシメトキシフェニルプロピルメチルメトキシベンゾフラン（
商品名：Ｓｙｍ３Ｄ（登録商標））である。
【００７１】
Ａ１１．発毛活性剤または阻害剤
　本発明に係る配合物および製剤はまた、一つまたは複数の発毛活性剤、すなわち発毛刺
激剤を含んでもよい。好ましい発毛活性剤は、ピリミジン誘導体、例えば２，４－ジアミ
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ノピリミジン－３－オキシド（Ａｍｉｎｅｘｉｌ）、２，４－ジアミノ－６－ピペリジノ
ピリミジン－３－オキシド（Ｍｉｎｏｘｉｄｉｌ）およびその誘導体、６－アミノ－１，
２－ジヒドロ－１－ヒドロキシ－２－イミノ－４－ピペリジノピリミジンおよびその誘導
体、キサンチンアルカロイド、例えばカフェイン、テオブロミンおよびテオフィリンおよ
びその誘導体、クエルセチンおよび誘導体、ジヒドロクエルセチン（タキシホリン）およ
び誘導体、カリウムチャネル開口薬、抗アンドロゲン剤、合成または天然５－還元酵素阻
害剤、ニコチン酸エステル、例えばトコフェリルニコチネート、ベンジルニコチネートお
よびＣ１－Ｃ６アルキルニコチネート、タンパク質、例えばトリペプチドＬｙｓ－Ｐｒｏ
－Ｖａｌ、ジフェンシプレン、ホルモン、フィナステリド、デュタステライド、フルタミ
ド、ビカルタミド、ブレグナン誘導体、プロゲステロンおよびその誘導体、シプロテロン
アセテート、スピロノラクトンおよび他の利尿薬、カルシニューリン阻害剤、特にＦＫ５
０６（タクロリムス、フジマイシン）およびその誘導体、シクロスポリンＡおよびその誘
導体、亜鉛および亜鉛塩、ポリフェノール、プロシアニジン、プロアントシアニジン、フ
ィステロール、例えばベータ－シトステロール、ビオチン、オイゲノール、（±）－ベー
タ－シトロネロール、パンテノール、グリコーゲン（例えばムール貝由来のもの）、コメ
からの加水分解産物、小麦からの加水分解産物、および微生物、藻類、微細藻類または植
物および植物部位からのエキス、特にダンデリオン属（レオントドンまたはタラキサクム
）、オルトシホン、ビテックス、コフィア、パウリニア、テオブロマ、アジアサルム、ク
クルビタ属（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａ）またはエンジュ属（Ｓｔｙｐｈｎｏｌｏｂｉｕｍ）、
セレノア・レペンス（Ｓｅｒｅｎｏａ　ｒｅｐｅｎｓ）（ソーパルメット）、ソホラ・フ
ラベセンス（Ｓｏｐｈｏｒａ　ｆｌａｖｅｓｃｅｎｓ）、ピジウム・アフリカヌム（Ｐｙ
ｇｅｕｍ　ａｆｒｉｃａｎｕｍ）、パニクム・ミリアセウム（Ｐａｎｉｃｕｍ　ｍｉｌｉ
ａｃｅｕｍ）、シミシフガ・ラセモサ（Ｃｉｍｉｃｉｆｕｇａ　ｒａｃｅｍｏｓａ）、グ
リシンマックス（Ｇｌｙｃｉｎｅ　ｍａｘ）、オイゲニア・カリオフィラタ（Ｅｕｇｅｎ
ｉａ　ｃａｒｙｏｐｈｙｌｌａｔａ）、コティヌス・コッギグリア（Ｃｏｔｉｎｕｓ　ｃ
ｏｇｇｙｇｒｉａ）、ヒビスクス・ロサ－シネンシス（Ｈｉｂｉｓｃｕｓ　ｒｏｓａ－ｓ
ｉｎｅｎｓｉｓ）、カメリア・シネンシス（Ｃａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ）、イ
レクス・パラグアリエンシス（Ｉｌｅｘ　ｐａｒａｇｕａｒｉｅｎｓｉｓ）、リコリス（
ｌｉｃｏｒｉｃｅ）、ブドウ、リンゴ、オオムギおよびホップまたは／およびコメもしく
はコムギの水解物からなる群より選ばれる。
【００７２】
　あるいは、本発明の製剤は一つ以上の発毛阻害剤を含む。好ましい発毛阻害剤は以下を
含む群から選択される：アクチビン、アクチビン誘導体またはアクチビン作動薬、オルニ
チン脱炭酸酵素阻害剤、例えばアルファ－ジフルオロメチルオルニチンまたは五環系トリ
テルペン、例えばウルソル酸、ベツリン、ベツリン酸、オレアノール酸およびその誘導体
、アルファ－還元酵素阻害剤、アンドロゲン受容体遮断薬、Ｓ－アデノシルメチオニンデ
カルボキシラーゼ阻害剤、ガンマ－グルタミルトランスペプチダーゼ阻害剤、トランスグ
ルタミナーゼ阻害剤、大豆由来セリン蛋白質分解酵素阻害薬、および微生物、藻類、微細
藻類、植物および植物部位由来の抽出物または特にマメ科（Ｌｅｇｕｍｉｎｏｓａｅ）、
ナス科（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ）、イネ科（Ｇｒａｍｉｎａｅ）、ガガイモ科（Ａｓｃｌ
ｅｐｉａｄａｃｅａｅ）またはウリ科（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ）、コンドルス属（
Ｃｈｏｎｄｒｕｓ）、グロイオペルティス（Ｇｌｏｉｏｐｅｌｔｉｓ）、セラミウム（Ｃ
ｅｒａｍｉｕｍ）、ヅルビレア（Ｄｕｒｖｉｌｌｅａ）、グリシンマックス（Ｇｌｙｃｉ
ｎｅ　ｍａｘ）、サングイソルバ・オフィシナリス（Ｓａｎｇｕｉｓｏｒｂａ　ｏｆｆｉ
ｃｉｎａｌｉｓ）、カレンデュラ・オフィシナリス（Ｃａｌｅｎｄｕｌａ　ｏｆｆｉｃｉ
ｎａｌｉｓ）、ハマメリス・バージニアナ（Ｈａｍａｍｅｌｉｓ　ｖｉｒｇｉｎｉａｎａ
）、アルニカ・モンタナ（Ａｒｎｉｃａ　ｍｏｎｔａｎａ）、サリクスアルバ（Ｓａｌｉ
ｘ　ａｌｂａ）、ハイペリカム・パーフォラタム（Ｈｙｐｅｒｉｃｕｍ　ｐｅｒｆｏｒａ
ｔｕｍ）およびギムネマ・シルベスタ（Ｇｙｍｎｅｍａ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）からなる
群より選ばれる。
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【００７３】
Ａ１２．冷却剤
　本発明に係る組成物はまた、生理学的冷却作用を有する一つまたは複数の物質（冷却剤
）を含んでいてもよく、本形態において好ましくは下記に列挙したものから選択される：
メントールおよびメントール誘導体（例えばＬ－メントール、Ｄ－メントール、ラセミメ
ントール、イソメントール、ネオイソメントール、ネオメントール)、メンチルエーテル
（例えば（ｌ－メントキシ）－１，２－プロパンジオール、（ｌ－メントキシ）－２－メ
チル－１，２－プロパンジオール、ｌ－メンチル－メチルエーテル）、メンチルエステル
　（例えばメンチルホルミエート、メンチルアセテート、メンチルイソブチレート、メン
チルラクテート、Ｌ－メンチル－Ｌ－ラクテート、Ｌ－メンチル－Ｄ－ラクテート、メン
チル－（２－メトキシ）アセテート、メンチル－（２－メトキシエトキシ）アセテート、
メンチルピログルタメート）、メンチルカーボネート（例えばメンチルプロピレングリコ
ールカーボネート、メンチルエチレングリコールカーボネート、メンチルグリセロールカ
ーボネートまたはその混合物）、メントールとジカルボン酸またはその誘導体との半エス
テル（例えばモノメンチルスクシネート、モノメンチルグルタレート、モノメンチルマロ
ネート、Ｏ－メンチルコハク酸エステル－Ｎ，Ｎ－（ジメチル）アミド、Ｏ－メンチルコ
ハク酸エステルアミド）、メンタンカルボン酸アミド（この場合好ましくは、米国特許第
４，１５０，０５２号に記載されているメンタンカルボン酸－Ｎ－エチルアミド［ＷＳ３
］またはＮα－（メンタンカルボニル）グリシンエチルエステル［ＷＳ５］、国際特許出
願公開第２００５／０４９５５３号に記載されているメンタンカルボン酸－Ｎ－（４－シ
アノフェニル）アミドまたはメンタンカルボン酸－Ｎ－（４－シアノメチルフェニル）ア
ミド、メタンカルボン酸－Ｎ－（アルコキシアルキル）アミド）、メントンおよびメント
ン誘導体（例えばＬ－メントングリセロールケタール）、２，３－ジメチル－２－（２－
プロピル）－酪酸誘導体（例えば２，３－ジメチル－２－（２－プロピル）－酪酸－Ｎ－
メチルアミド［ＷＳ２３］）、イソプレゴールまたはそのエステル（ｌ（－）－イソプレ
ゴール、ｌ（－）－イソプレゴールアセテート）、メンタン誘導体（例えばｐ－メンタン
－３，８－ジオール）、クベボールまたはクベボールを含有する合成または天然混合物、
シクロアルキルジオン誘導体のピロリドン誘導体（例えば３－メチル－２（１－ピロリジ
ニル）－２－シクロペンテン－１－オン）またはテトラヒドロピリミジン－２－オン（例
えば国際特許出願公開第２００４／０２６８４０号に記載されているイシリンまたは関連
化合物）、さらにはカルボキサミド（例えばＮ－（２－（ピリジン－２－イル）エチル）
－３－ｐ－メンタンカルボキサミドまたは関連化合物）、（１Ｒ，２Ｓ，５Ｒ）－Ｎ－（
４－メトキシフェニル）－５－メチル－２－（１－イソプロピル）シクロヘキサン－カル
ボキサミド［ＷＳ１２］、オキサメート（好ましくは欧州特許出願公開第２　０３３　６
８８号に記載されているもの）。
【００７４】
Ａ１３．抗菌剤
　好適な抗菌剤は基本的にグラム陽性菌に対し有効なすべての物質であり、例として下記
を含む：４－ヒドロキシ安息香酸ならびにその塩およびエステル、Ｎ－（４－クロロフェ
ニル）－Ｎ’－（３，４－ジクロロフェニル）ウレア、２，４，４’－トリクロロ－２’
－ヒドロキシジフェニルエーテル（トリクロサン）、４－クロロ－３，５－ジメチルフェ
ノール、２，２’－メチレンビス（６－ブロモ－４－クロロフェノール）、３－メチル－
４－（１－メチルエチル）フェノール、２－ベンジル－４－クロロフェノール、３－（４
－クロロフェノキシ）－１，２－プロパンジオール、３－ヨード－２－プロピニルブチル
カルバメート、クロロヘキシジン、３，４，４’－トリクロロカルバニリド（ＴＴＣ）、
抗細菌芳香物質、チモール、タイム油、オイゲノール、チョウジ油、メントール、ミント
油、ファルネソール、フェノキシエタノール、グリセロールモノカプレート、グリセロー
ルモノカプリレート、グリセロールモノラウレート（ＧＭＬ）、ジグリセロールモノカプ
レート（ＤＭＣ）、およびＮ－オクチルサリチルアミドまたはＮ－デシルサリチルアミド
などのサリチル酸Ｎ－アルキルアミド。
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【００７５】
Ａ１４．酵素阻害剤
　好適な酵素阻害剤は、例えばエステラーゼ阻害剤である。これらは、好ましくは、例え
ばクエン酸トリメチル、クエン酸トリプロピル、クエン酸トリイソプロピル、クエン酸ト
リブチルなどのクエン酸トリアルキルであり、特にクエン酸トリエチル（Ｈｙｄａｇｅｎ
（登録商標）ＣＡＴ）である。エステラーゼ阻害剤は、酵素活性を阻害することにより、
臭気の生成を抑制する。その他の好適なエステラーゼ阻害剤である物質としては、ステロ
ールスルフェートまたはホスフェート、例えばラノステロール－、コレステロール－、カ
ンペステロール－、スチグマステロール－およびシトステロール－スルフェートまたはホ
スフェート、ジカルボン酸およびそのエステル、例えばグルタル酸、グルタル酸モノエチ
ルエステル、グルタル酸ジエチルエステル、アジピン酸、アジピン酸モノエチルエステル
、アジピン酸ジエチルエステル、マロン酸およびマロン酸ジエチルエステル、ヒドロキシ
カルボン酸およびそのエステル、例えばクエン酸、リンゴ酸、酒石酸または酒石酸ジエチ
ルエステル、およびグリシン酸亜鉛が挙げられる。
【００７６】
Ａ１５．臭気吸収剤および制汗活性剤
　好適な臭気吸収剤は、臭気生成化合物を吸収し、概ね保持することのできる物質である
。このような臭気吸収剤は、各成分の分圧を分解し、それにより各成分の拡散率も分解す
る。この過程で、香料が損なわれず維持されることが重要である。臭気吸収剤は細菌に対
して有効ではない。臭気吸収剤は例えば、リシノール酸の錯亜鉛塩、または所定の、広く
中性臭気香料「ｆｉｘａｔｉｖｅｓ（固定剤）」として当業者に知られるもの、例えばラ
ブダナムまたはエゴノキの抽出物、またはある種のアビエチン酸誘導体を、主成分として
含有する。臭気マスキング剤は、臭気マスキング剤としての機能に加えて、防臭剤に香気
を付与する香料または香油である。例えば天然および合成香料の混合物が香油として記載
され得る。天然香料は、花、茎および葉、果実、果皮、根、木、草、針葉および枝、樹脂
およびバルサムの抽出物を包含する。動物性原料、例えばシベットおよびカストリウムを
使用してもよい。典型的な合成香料化合物は、エステル、エーテル、アルデヒド、ケトン
、アルコールおよび炭化水素型の生成物である。エステル型香料化合物の例は、ベンジル
アセテート、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシルアセテート、リナリルアセテート、フ
ェニルエチルアセテート、リナリルベンゾエート、ベンジルホルメート、アリルシクロヘ
キシルプロピオネート、スチラリルプロピオネート、およびベンジルサリチレートである
。エーテルは例えば、ベンジルエチルエーテルを包含し、アルデヒドは例えば、８～１８
個の炭素原子を有する直鎖アルカナール、シトラール、シトロネラル、シトロネリルオキ
シアセトアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラル、リリアールおよ
びブルゲオナールを包含する。好適なケトンは例えば、イオノン類、およびメチルセドリ
ルケトンである。好適なアルコールは、アネトール、シトロネロール、オイゲノール、イ
ソオイゲノール、ゲラニオール、リナロール、フェニルエチルアルコールおよびテルピネ
オールであり、好適な炭化水素は主として、テルペン類およびバルサム類を包含する。し
かしながら、共同で快い香を発する種々の香料化合物の混合物を使用することが好ましい
。芳香成分として用いることの多い比較的低揮発性の精油もまた、香油として適している
。その例は、セージ油、カモミール油、丁子油、メリッサ油、ミント油、シナモン葉油、
リンデン花油、ジュニパーベリー油、ベチベル油、乳香油、ガルバヌム油、ラブダナム油
およびラバンジン油である。下記のものを単独で、または混合物として使用することが好
ましい：ベルガモット油、ジヒドロミルセノール、リリアール、リラール、シトロネロー
ル、フェニルエチルアルコール、α－ヘキシルシンナムアルデヒド、ゲラニオール、ベン
ジルアセトン、シクラメンアルデヒド、リナロール、ボイサムブレンフォルテ（Ｂｏｉｓ
ａｍｂｒｅｎｅ　Ｆｏｒｔｅ）、アンブロキサン（Ａｍｂｒｏｘａｎ）、インドール、ヘ
ジオン（ｈｅｄｉｏｎｅ）、サンデリス（ｓａｎｄｅｌｉｃｅ）、レモン油、マンダリン
油、オレンジ油、アリルアミルグリコレート、シクロベルタル（ｃｙｃｌｏｖｅｒｔａｌ
）、ラバンジン油、クラリセージ油、β－ダマスコン、ゼラニウム油バーボン、シクロヘ
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キシルサリチレート、バートフィックスクール（Ｖｅｒｔｏｆｉｘ　Ｃｏｅｕｒ）、イソ
－イー－スーパー（Ｉｓｏ－Ｅ－Ｓｕｐｅｒ）、フィクソリドＮＰ（Ｆｉｘｏｌｉｄｅ　
ＮＰ）、エベルニル、イラルデイン（ｉｒａｌｄｅｉｎ）ガンマ、フェニル酢酸、ゲラニ
ルアセテート、ベンジルアセテート、ローズオキシド、ロミレート（ｒｏｍｉｌａｔ）、
イロチル（ｉｒｏｔｙｌ）およびフロラメート（ｆｌｏｒａｍａｔ）。好適なアストリン
ゼン制汗活性成分は、主として、アルミニウム、ジルコニウムまたは亜鉛の塩である。こ
のような好適な制汗活性成分は、例えば、塩化アルミニウム、アルミニウムクロロヒドレ
ート、アルミニウムジクロロヒドレート、アルミニウムセスキクロロヒドレート、および
これらと例えば１，２－プロピレングリコールとの錯化合物、アルミニウムヒドロキシア
ラントイネート、アルミニウムクロリドタートレート、アルミニウムジルコニウムトリク
ロロヒドレート、アルミニウムジルコニウムテトラクロロヒドレート、アルミニウムジル
コニウムペンタクロロヒドレート、およびこれらと例えばグリシンなどのアミノ酸との錯
化合物である。
【００７７】
Ａ１６．被膜剤およびフケ防止活性成分
　標準的な被膜剤は、例えばキトサン、微結晶キトサン、第四級化キトサン、ポリビニル
ピロリドン、ビニルピロリドン／酢酸ビニルコポリマー、アクリル酸系ポリマー、第四級
セルロース誘導体、コラーゲン、ヒアルロン酸またはその塩、ならびに同様の化合物であ
る。
【００７８】
　好適なフケ防止活性成分は、ピロクトンオラミン（１－ヒドロキシ－４－メチル－６－
（２，４，４－トリメチルペンチル）－２－（１Ｈ）－ピリジノンモノエタノールアミン
塩）、Ｂａｙｐｉｖａｌ（登録商標）（Ｃｌｉｍｂａｚｏｌｅ）、Ｋｅｔｏｃｏｎａｚｏ
ｌ（登録商標）（４－アセチル－１－｛４－［２－（２，４－ジクロロフェニル）　ｒ－
２－（１Ｈ－イミダゾール－１－イルメチル）－１，３－ジオキシラン－ｃ－４－イルメ
トキシフェニル｝－ピペラジン）、ケトコナゾール、エルビオール、二硫化セレン、コロ
イドイオウ、イオウポリエチレングリコールソルビタンモノオレエート、イオウリシノー
ルポリエトキシレート、イオウタール画分、サリチル酸（またはヘキサクロロフェンとの
組合せ）、ウンデシレン酸、モノエタノールアミドスルホスクシネートＮａ塩、Ｌａｍｅ
ｐｏｎ（登録商標）ＵＤ（蛋白質／ウンデシレン酸縮合物）、ジンクピリチオン、アルミ
ニウムピリチオン、およびマグネシウムピリチオン／ジピリチオンマグネシウムスルフェ
ートである。
【００７９】
Ａ１７．担体および液体担体物質
　好適な化粧品担体材料は、２５℃および１，０１３ｍｂａｒで固体または液体であり（
非常に粘稠な物質を含む）、以下を含む：グリセロール、１，２－プロピレングリコール
、１，２－ブチレングリコール、１，３－プロピレングリコール、１，３－ブチレングリ
コール、エタノール、水および前記液体担体材料の２つ以上と水との混合物。選択的に、
本発明のこれらの製剤は、防腐剤または可溶化剤を用いて生成してもよい。他の好ましい
前記液体単体材料で本発明の製剤の成分であり得るものは、以下を含む群から選択される
：植物油、中性油、および鉱油。
【００８０】
　本発明による製剤の成分であり得る好ましい固体担体材料は以下を含む：親水コロイド
、例えばデンプン、分解したデンプン、化学的にまたは物理的に変性したデンプン、デキ
ストリン、（粉末状）マルトデキストリン（好ましくは５～２５、より好ましくは１０～
２０のデキストロース相当値を有する）、ラクトース、二酸化ケイ素、グルコース、変性
セルロース、アラビアゴム、ガッチゴム、トラガント、カラヤゴム、カラゲナン、プルラ
ン、カードラン、キサンタンガム、ゲランゴム、グアーフラワー、イナゴマメフラワー、
アルギン酸塩、寒天、ペクチンおよびイヌリンおよびこれらの固形物、特にマルトデキス
トリン（好ましくは１５～２０のデキストロース相当値を有する）、ラクトース、二酸化
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ケイ素および／またはグルコースの２つ以上の混合物。
【００８１】
　流動性状の向上のため、ヒドロトロープ剤、例えばエタノール、イソプロピルアルコー
ルまたはポリオールを用いてもよい。好適なポリオールは、好ましくは２～１５個の炭素
原子および少なくとも二個のヒドロキシ基を含有する。これらポリオールは、他の官能基
、特にアミノ基を含有することができ、また、窒素で修飾することもできる。その代表例
は、次の通りである：
・グリセロール；
・アルキレングリコール、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレ
ングリコール、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール、および、ポリエチレングリ
コール（１００～１，０００ダルトンの平均分子量を有する）；
・１.５～１０の自己縮合度を有する工業用オリゴグリセロール混合物、例えば４０～５
０重量％のジグリセロール含量を有する工業用ジグリセロール混合物；
・メチロール化合物、例えば特にトリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリ
メチロールブタン、ペンタエリスリトールおよびジペンタエリスリトール；
・低級アルキルグルコシド、特にアルキル基に１～８個の炭素原子を含むもの、例えばメ
チルおよびブチルグルコシド；
・５～１２個の炭素原子を含む糖アルコール、例えばソルビトールまたはマンニトール；
・５～１２個の炭素原子を含む糖、例えばグルコースまたはスクロース；
・アミノ糖、例えばグルカミン；
・ジアルコールアミン、例えばジエタノールアミンまたは２－アミノ－１,３－プロパン
ジオール。
【００８２】
Ａ１８．防腐剤
　好適な防腐剤は、例えば、フェノキシエタノール、ホルムアルデヒド溶液、バラベン、
ペンタンジオールまたはソルビン酸、およびＫｏｓｍｅｔｉｋｖｅｒｏｒｄｎｕｎｇ（「
Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　Ｄｉｒｅｃｔｉｖｅ」）のパートＡおよびＢの付録６に記載の別の
物質類である。
【００８３】
Ａ１９．香油および香料
　香油としては、天然および合成香料の混合物が挙げられる。天然香料としては、例えば
、花（例：ユリ、ラベンダー、バラ、ジャスミン、ネロリ、イラン－イラン等）、茎およ
び葉（例：ゼラニウム、パチョリ、プチグレン等）、果実（例：アニス、コリアンダー、
キャラウェー、ビャクシン等）、果皮（例：ベルガモット、レモン、オレンジ等）、根（
例：ナツメグ、アンゼリカ、セロリ、カルダモン、コスタス、アヤメ、ショウブ等）、木
（例：マツ、ビャクダン、グアヤク、シーダー、シタン等）、ハーブおよび草（例：タラ
ゴン、レモングラス、セージ、タイム等）、針葉および枝（例：トウヒ、モミ、マツ、低
木マツ等）、樹脂およびバルサム（例：ガルバヌム、エレミ、ベンゾイン、ミルラ、乳香
、オポパナクス等）などの抽出物が挙げられる。動物性原料、例えばシベットおよびカス
トリウムを使用してもよい。典型的な合成香料化合物は、エステル、エーテル、アルデヒ
ド、ケトン、アルコールおよび炭化水素型の生成物である。エステル型香料化合物の例は
、ベンジルアセテート、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシルアセテート、リナリルアセ
テート、ジメチルベンジルカルボニルアセテート、フェニルエチルアセテート、リナリル
ベンゾエート、ベンジルホルメート、エチルメチルフェニルグリシネート、アリルシクロ
ヘキシルプロピオネート、スチラリルプロピオネート、およびベンジルサリチレートであ
る。エーテルは例えば、ベンジルエチルエーテルを包含し、アルデヒドは例えば、８～１
８個の炭素原子を有する直鎖アルカナール、シトラール、シトロネラル、シトロネリルオ
キシアセトアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラル、リリアールお
よびブルゲオナールを包含する。好適なケトンは例えば、イオノン類、－イソメチルイオ
ノンおよびメチルセドリルケトンである。好適なアルコールは、アネトール、シトロネロ
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ール、オイゲノール、イソオルゲノール、ゲラニオール、リナロール、フェニルエチルア
ルコールおよびテルピネオールである。炭化水素は主として、テルペン類およびバルサム
類を包含する。しかしながら、共同で快い香を発する種々の香料化合物の混合物を使用す
ることが好ましい。別の好適な鉱油としては、芳香成分として用いることの多い比較的揮
発性の低い精油が挙げられる。好適な鉱油の例としては、セージ油、カモミール油、丁子
油、メリッサ油、ミント油、シナモン葉油、ライム花油、ジュニパーベリー油、ベチベル
油、乳香油、ガルバヌム油、ラブダヌム油およびラバンジン油が挙げられる。好ましくは
以下を単独であるいは混合物として用いても良い：ベルガモット油、ジヒドロミルセノー
ル、リリアール、ライラール、シトロネロール、フェニルエチルアルコール、ヘキシルシ
ンナムアルデヒド、ゲラニオール、ベンジルアセトン、シクラメンアルデヒド、リナロー
ル、ボイサムブレンフォルテ（Ｂｏｉｓａｍｂｒｅｎｅ　Ｆｏｒｔｅ）、アンブロキサン
（Ａｍｂｒｏｘａｎ）、インドール、ヘジオン（Ｈｅｄｉｏｎｅ）、サンデリス（Ｓａｎ
ｄｅｌｉｃｅ）、シトラス油、マンダリン油、オレンジ油、アリルペンチルグリコレート
、シクロバータル（Ｃｙｃｌｏｖｅｒｔａｌ）、ラバンジン油、クラリー油、ダマスコン
、ゼラニウム油バーボン、シクロヘキシルサリチレート、バートフィックスクール（Ｖｅ
ｒｔｏｆｉｘ　Ｃｏｅｕｒ）、イソ－イー－スーパー（Ｉｓｏ－Ｅ－Ｓｕｐｅｒ）、フィ
クソリドＮＰ（Ｆｉｘｏｌｉｄｅ　ＮＰ）、エベルニル、イラルデイン（ｉｒａｌｄｅｉ
ｎ）ガンマ、フェニル酢酸、ゲラニルアセテート、ベンジルアセテート、ローズオキシド
、ロミレート（ｒｏｍｉｌａｔ）、イロチル（ｉｒｏｔｙｌ）およびフロラメート（ｆｌ
ｏｒａｍａｔ）。
【００８４】
Ａ２０．染料
　好適な染料は、例えば刊行物“Ｋｏｓｍｅｔｉｓｃｈｅ　Ｆａｅｒｂｅｍｉｔｔｅｌ”
，　Ｆａｒｂｓｔｏｆｆｋｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｆｏｒｓ
ｃｈｕｎｇｓｇｅｍｅｉｎｓｃｈａｆｔ，　Ｖｅｒｌａｇ　Ｃｈｅｍｉｅ，　Ｗｅｉｎｈ
ｅｉｍ，　１９８４，８１～１０６ページに記載のような、化粧用に適当で承認された物
質である。その例は、コチニールレッドＡ（Ｃ．Ｉ．１６２５５）、パテントブルーＶ（
Ｃ．Ｉ．４２０５１）、インジゴチン（Ｃ．Ｉ．７３０１５）、クロロフィリン（Ｃ．Ｉ
．７５８１０）、キノリンイエロー（Ｃ．Ｉ．４７００５）、二酸化チタン（Ｃ．Ｉ．７
７８９１）、インダントレンブルーＲＳ（Ｃ．Ｉ．６９８００）、およびマダーレーキ（
Ｃ．Ｉ．５８０００）を包含する。蛍光染料としてルミノールも使用し得る。有利な着色
顔料は、例えば、二酸化チタン、マイカ（雲母）、酸化鉄（例えば、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３

Ｏ４、ＦｅＯ（ＯＨ））および／または酸化スズである。有利な染料は、例えばカルミン
、ベルリンブルー（紺青）、塩化クロムグリーン、ウルトラマリンブルー、および／また
はマンガンバイオレットである。
【００８５】
Ａ２１．製剤
　好ましい本発明の組成物は皮膚や髪の手入れ、保護、ケア、およびクレンジングのため
の製品を含む群から選択され、好ましくはリーブオンタイプとして選択される（リーブオ
ンタイプとはすなわち、リンスオフ製品に比して式（Ｉ）の化合物のうち一つまたは複数
が皮膚および／または髪に対しより長時間残留するものであり、前記化合物の湿潤および
／またはアンチエイジングおよび／または創傷治癒促進作用がより顕著な製品を指す）。
【００８６】
　本発明の製剤は、好ましくは、エマルション、例えば、Ｗ／Ｏ（油中水型）、Ｏ／Ｗ（
水中油型）、Ｗ／Ｏ／Ｗ（水中油中水型）、Ｏ／Ｗ／Ｏ（油中水中油型）エマルション、
ＰＩＴエマルション、ピッカリングエマルション、低油分エマルション、マイクロエマル
ションまたはナノエマルション、溶液、例えば油（脂肪油または脂肪酸エステル、特にＣ

６－Ｃ３２脂肪酸Ｃ２－Ｃ３０エステルの）またはシリコーン油中、分散液、懸濁液、ク
リーム、ローションまたはミルク、製造法および成分によってはゲル（ヒドロゲル、水分
散体ゲル、オレオゲルを含む）、スプレー（例えばポンプスプレーまたは噴霧剤を有する
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スプレー）またはフォームまたは拭き取り用の含浸液、清浄剤、例えば石鹸、合成清浄剤
、液体洗浄液、シャワーおよびバス用製品、浴用剤（カプセル、オイル、錠剤、塩、入浴
剤、石鹸等）、発泡製品、スキンケア製品、例えば上述のエマルション、軟膏、ペースト
、上述のゲル、油、バルサム、血清、パウダー（例えば、フェースパウダー、ボディパウ
ダー）、マスク、ペンシル、スティック、ロールオン、ポンプ、エアゾール（発泡性、非
発泡性または後発泡性のもの）、デオドラントおよび／または制汗剤、マウスウォッシュ
およびマウスリンス、フットケア製品（角質溶解剤、脱臭剤を含む）、防虫剤、日焼け止
め、アフターサン製剤、シェービング製品、アフターシェーブバーム、プレシェーブロー
ション、アフターシェーブローション、脱毛剤、ヘアケア製品、例えば２－ｉｎ－１シャ
ンプー、フケ防止シャンプー、ベビーシャンプー、頭皮乾燥対策シャンプー、濃縮シャン
プー、コンディショナー、ヘアトニック、ヘアウォーター、ヘアリンス、スタイリングク
リーム、ポマード、パーマローション、セットローション、ヘアスプレー、ヘアスタイリ
ングエイド（例えば、ゲルまたはワックス）、ヘアスムージング剤（デタングリング剤、
リラクサ）、ヘアダイ、一時的に直接染めるヘアダイ、半永久的なヘアダイ、永続的なヘ
アダイ、ヘアコンディショナー、ヘアムース、アイケア製品、メーキャップ、メーキャッ
プリムーバーまたはベビー製品の形である。
【００８７】
　本発明の配合物は、特に好ましくはエマルションの形で、特にＷ／Ｏ、Ｏ／Ｗ、Ｗ／Ｏ
／Ｗ、Ｏ／Ｗ／Ｏエマルション、ＰＩＴエマルション、ピッカリングエマルション、低油
分エマルション、マイクロエマルションまたはナノエマルション、ゲル（ヒドロゲル、水
分散体ゲル、オレオゲルを含む）、溶液、例えば油（脂肪油または脂肪酸エステル、特に
Ｃ６－Ｃ３２脂肪酸Ｃ２－Ｃ３０エステル）またはシリコーン油中、またはスプレー（例
えばポンプスプレーまたは噴霧剤を有するスプレー）の形である。
【００８８】
　補助物質および添加剤は、配合物の全質量に対して５～９９重量％、好ましくは１０～
８０重量％の量で含まれ得る。各場合において用いられる化粧用または皮膚科用補助剤お
よび添加剤および香料の量は、具体的な製品の種類によっては、通常の試行錯誤により当
業者が容易に測定し得る。本製剤はまた、製剤の全質量に基づいて、９９重量％まで、好
ましくは５～８０重量％の量で水を含有し得る。
【００８９】
栄養補助食品
　本発明に係る組成物を栄養補助食品に適用する場合、組成物は好ましくはスプレードラ
イ組成物またはカプセルの形で経口投与される。
【００９０】
　この組成物は典型的には固体の被覆材によって被包されており、好ましくは以下を含む
群から選択される：デンプン、分解による改質デンプンまたは化学的もしくは物理的に改
質させた改質デンプン（具体的にはデキストリンおよびマルトデキストリン）、ゼラチン
、アラビアゴム、寒天、ガッチゴム、ゲランゴム、改質および非改質セルロース、プルラ
ン、カードラン、カラゲナン、アルギン酸、アルギナート、ペクチン、イヌリン、キサン
タンガムならびに前記物質の二個以上の混合物。
【００９１】
　前記固体被覆材は好ましくは以下を含む群から選択される：ゼラチン（好ましくは２４
０以上のブルーム値を有する豚肉、牛肉、鶏肉および／または魚肉ゼラチンおよびこれら
の混合物であって好ましくは２００以上、より好ましくは２４０以上のブルーム値を有す
る少なくとも一つのゼラチンから成るもの）、マルトデキストリン（好ましくはトウモロ
コシ（コーン）、小麦、タピオカまたはジャガイモから得られるものであって、好ましい
マルトデキストリンはＤＥ値が１０～２０のものである）、改質セルロース（例えばセル
ロースエーテル）、アルギナート（例えばＮａ－アルギナート）、カラゲナン（β－、Ι
－、Λ－、および／またはΚ－カラゲナン）、アラビアゴム、カードランおよび／または
寒天。異なるブルーム値を持つゼラチンが容易に入手可能であり、そのため経口使用の場
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合は特にゼラチンが好ましい。特に好ましくは、シームレスタイプのゼラチンまたはアル
ギナートカプセル（口に入れるとすぐに被包が溶解し噛めばすぐに破裂する）である。そ
の製造については例えば欧州特許出願公開第０３８９７００号、米国特許第４，２５１，
１９５号、米国特許第６，２１４，３７６号、国際特許出願公開第２００３　０５５５８
７号または国際特許出願公開第２００４　０５００６９号の記載に従ってよい。
【００９２】
　また、カプセルとしてはマイクロカプセルを用いてよい。「マイクロカプセル」とは約
０．１～約５ｍｍの直径を有する球状凝集物であり、少なくとも一つの連続膜で囲った少
なくとも一つの固体核または液核を含むものを指す。より正確には、マイクロカプセルと
は微細に分散した液層あるいは固相であって皮膜形成ポリマーによりコーティングされて
おり、製造に際し被包する材料の乳化およびコアセルベーションあるいは界面重合後にこ
のポリマーにより被覆する。他の方法においては、液体活性成分をマトリクス（「マイク
ロスポンジ」）に吸収させ微粒子化し、皮膜形成ポリマーによりさらに被覆してもよい。
顕微鏡的に小さいカプセル（ナノカプセルとしても公知）を、粉末と同様に乾燥させるこ
とができる。単一コアマイクロカプセルの他に、多コア凝集物（マイクロスフェアーとし
ても公知）も存在し、それは、連続膜材料中に分散した二個またはそれ以上のコアを含有
する。さらに、単一コアまたは多コアマイクロカプセルを、付加的な第二膜、第三膜など
によって取り囲んでもよい。膜は、天然、半合成または合成材料から構成することができ
る。天然膜材料の例は下記のものである：アラビアゴム、寒天、アガロース、マルトデキ
ストリン、アルギン酸およびその塩、例えばアルギン酸ナトリウムまたはカルシウム、脂
肪および脂肪酸、セチルアルコール、コラーゲン、キトサン、レシチン、ゼラチン、アル
ブミン、シェラック、多糖類、例えばデンプンまたはデキストラン、ポリペプチド、タン
パク質水解物、スクロースおよびワックス。半合成膜材料は、特に、化学修飾セルロース
、特にセルロースエステルおよびエーテル、例えば、セルロースアセテート、エチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよびカ
ルボキシメチルセルロース、およびデンプン誘導体、特にデンプンエーテルおよびエステ
ルである。合成膜材料は、例えば、ポリアクリレート、ポリアミド、ポリビニルアルコー
ルまたはポリビニルピロリドンのようなポリマーである。
【００９３】
　公知のマイクロカプセルの例として以下の市販製品が挙げられる（括弧内は膜材料）：
Ｈａｌｌｃｒｅｓｔ　Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ（ゼラチン、アラビアゴム）、Ｃｏｌ
ｅｔｉｃａ　Ｔｈａｌａｓｐｈｅｒｅｓ（海洋コラーゲン）、Ｌｉｐｏｔｅｃ　Ｍｉｌｌ
ｉｃａｐｓｅｌｎ（アルギン酸、寒天）、Ｉｎｄｕｃｈｅｍ　Ｕｎｉｓｐｈｅｒｅｓ（ラ
クトース、微結晶性セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース）、Ｕｎｉｃｅｒ
ｉｎ　Ｃ３０（ラクトース、微結晶性セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
）、Ｋｏｂｏ　Ｇｌｙｃｏｓｐｈｅｒｅｓ（改質デンプン、脂肪酸エステル、リン脂質）
、Ｓｏｆｔｓｐｈｅｒｅｓ（改質寒天）、Ｋｕｈｓ　Ｐｒｏｂｉｏｌ　Ｎａｎｏｓｐｈｅ
ｒｅｓ（リン脂質）、ＰｒｉｍａｓｐｈｅｒｅｓおよびＰｒｉｍａｓｐｏｎｇｅｓ（キト
サン、アルギン酸塩）およびＰｒｉｍａｓｙｓ（リン脂質）。
【００９４】
薬剤
　また本発明は第１および第２の薬剤を含み、前記第１の薬剤はメラニン細胞におけるメ
ラニン産生に対する阻害性を有するスクラレオリドを含み、前記第２の薬剤はインターロ
イキン－（ＩＬ－）１α生合成に対する阻害性を有するスクラレオリドを含む。
【００９５】
方法および使用
　本発明の別の目的は、クリーム、ローション、ジェルまたはスプレーにより実用量のス
クラレオリドをヒトに適用することによるスキンライトニングおよびヘアライトニングの
ための非治療的方法を提供することにある。前記活性組成物は好ましくは哺乳類またはケ
ラチン繊維に対し局所適用するが、この組成物は例えばカプセル、キャンディまたはチュ
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【００９６】
　最後に、本発明はまた、スキンおよびヘアライトニング用化粧品剤としてのスクラレオ
リドの使用を含む。
【００９７】
　本願の特許請求の範囲に記載の方法ならびに使用の好ましい要素および発明の形態はそ
れぞれ上記に詳述したものと同じものであると解すべきである。
【００９８】
＜実施例＞
＜実施例１＞
メラノーマ細胞培養物に対する脱色効果
　９６ウェルマイクロタイタープレートに、各ウェルの細胞濃度を７．５×１０３個とし
てＢ１６Ｖマウスメラノーマ細胞を分注した。ＲＰＭＩ培地上で３７℃、５％ＣＯ２条件
下にて２４時間培養した後、１０％ウシ胎仔血清により濃縮し、次いで様々な濃度の試験
物質、チロシン（０．３ｍＭ）およびα－ＭＳＨ（α－メラノサイト刺激ホルモン、１０
ｎｍ）を加え、さらに９６時間インキュベーションした。使用した試験物質の最大濃度は
細胞毒性アッセイのＩＣ２０値の０．１倍に相当する。対照群にはチロシンとα－ＭＳＨ
とのみを加えた。インキュベーション後、水酸化ナトリウム溶液（最終濃度：１Ｍ）を培
地に加え、３時間後に吸収率（Ａ）を４００ｎｍにて測定した。試験化合物の存在下にお
ける色素沈着阻害率は以下の式を用いて求めた：
　色素沈着阻害率（％）＝１００－［（Ａ試験化合物／Ａ対照）×１００］
［式中、Ａ試験化合物は試験物質と細胞とを注入したウェルそれぞれにおける吸収率を表
し、Ａ対照は試験物質を注入せずに細胞を注入したウェルそれぞれにおける吸収率を表す
。］
【００９９】
　試験化合物の一連の希釈後の色素沈着阻害率（％）に基づき、各試験化合物のＩＣ５０

を求めた。この値は色素沈着阻害率が５０％となる試験化合物の濃度を表す。試験結果を
表１に示す。

【表１】

＜実施例２＞
相乗的生体外メラニン阻害率
試験は実施例１と同一の手順により行った。試験結果を表２に示す。
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【表２】

相乗効果指数（ＳＩ）は次のＫｕｌｌの式を用いて求める：
【数１】

［式中、各項は以下を表す：
Ａ：物質Ａの各結果、
Ｂ：物質Ｂの各結果、
Ｃ：物質ＡとＢとの混合物の結果、
Ｄ：前記混合物中の物質Ａの割合（％）、
Ｅ：前記混合物中の物質Ｂの割合（％）。］
　相乗効果指数（ＳＩ値）の算出は次の文献の記載に基づき行った：Ｄ．Ｃ．Ｓｔｅｉｎ
ｂｅｒｇ，Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＆Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ（２０００）、第１１５巻（１１
号）、５９－６２ページおよびＦ．Ｃ．Ｋｕｌｌら、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏ
ｌｏｇｙ（１９６１）、第９巻、５３８－５４１ページ。
【０１００】
　上述の文献に記載の例においては、各物質Ａ～Ｃの換算値（すなわち抗菌性試験におけ
る阻害最小濃度）についてはＳＩ値が１未満のものがより高い活性と相乗効果を示してい
るが、これとは異なり、本例の分析においては、メラニン阻害効率は値が大きいほど高い
。すなわち、Ｋｕｌｌの式により得たＳＩ値が１を超えたものが相乗効果を示す。
【０１０１】
　スクラレオリドとシムホワイト（登録商標）３７７とを用いた試験では、明らかに１を
超えるＳＩ値が得られた（試験１および２）。このことから、スクラレオリドとシムホワ
イト（登録商標）３７７との化合物は活性成分としてあり得る相乗的組合せであることが
分かる。
【０１０２】
＜実施例３＞
生体外皮膚脱色効果
　色素沈着した豚の皮（肉の生産のために屠殺された個体からの切除による；このブタ皮
膚モデルは、欧州特許出願公開第１　９３９　２７号に記載のように皮下組織脂肪層を含
む）から切除し寸法４×４×３ミリメートル（奥行き×幅×高さ）に切り分け、５mLの深
さのカスタマイズ済ＤＭＥＭ（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｅａｇｌｅ　
Ｍｅｄｉｕｍ：ダルベッコー修飾イーグル最低必須培地）に浸した消毒脱脂綿パッド上の
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気相液相界面に接種した。アッセイは、３７℃、５％ＣＯ２条件下にて２４時間の馴養後
に開始した。試験化合物を添加したあるいは添加しない（＝対照群）水中油滴型エマルシ
ョン（詳細は後述）を局所適用し、６日間インキュベーションした。組織切片を調製し、
Ｆｏｎｔａｎａ－Ｍａｓｓｏｎ染色によりメラニン粒子を染色した。粒子を画像解析によ
り定量化した。試験結果を表３．１および３．２に示す。
【表３Ａ】

【表３Ｂ】

【０１０３】
製造手順
　Ａ相およびＢ相をそれぞれ７０℃まで加熱した。Ｕｌｔｒｅｚ－２１およびＰｅｍｕｌ
ｅｎ　ＴＲ１をＢ相に分散し、７０℃まで加熱した。Ｂ相／Ｃ相をＡ相に加えＵｌｔｒａ
　Ｔｕｒｒａｘと混合し、乳化させた。次いでＤ相をＡ相、Ｂ相、Ｃ相にゆっくりと加え
パドルミキサーで撹拌し、ｐＨ５．５～６に調整した。パドルミキサーで撹拌しながら製
剤を冷却した。次いでＥ相をＡ～Ｄ各相に加えた。
【０１０４】
＜実施例４＞
ＩＬ－１　ａｌｐｈａアッセイ（生体外）
　９６ウェルマイクロタイタープレートに、各ウェルの細胞濃度を１．２×１０４個とし
てケラチノサイト株ＨａｃａＴ細胞を接種した。３７℃、５％ＣＯ２、飽和湿度条件下に
て２０～２４時間、集密度が６０～７０％となるまで培養した。
【０１０５】
　培地上の細胞には様々な濃度の試験物質を適用した。６０分間のインキュベーション後
、Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｉｏｎｏｐｈｏｒｅ　Ａ２３１８７（刺激を与えない対照群を除く）
による刺激を開始した。
【０１０６】
　さらに６時間インキュベーションし、その後１０分間かけ細胞を溶解させ、この溶液３
５μＬを用いてＨｕｍａｎ　ＩＬ－１　ａｌｐｈａ　ＥＬＩＳＡ　Ｋｉｔ（Ｅｎｄｏｇｅ
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曲線を用い、吸光度の値を補間して算出した。
【０１０７】
　試験化合物の存在下におけるＩＬ－１　ａｌｐｈａの生合成阻害率は、以下の式を用い
て求めた：
【数２】

 
［式中、ＩＬ－１ａｌｐｈａ試験化合物は試験化合物および細胞を注入したウェル中のＩ
Ｌ－１の量を、
ＩＬ－１ａｌｐｈａ対照は試験化合物を注入せず細胞を注入したウェル中のＩＬ－１の量
を、
ＩＬ－１ａｌｐｈａ細胞未注入は細胞を注入しないウェル（吸収対照群）中のＩＬ－１の
量をそれぞれ表す。］
【０１０８】
　ＩＣ５０は被験試料の一連の希釈物のＩＬ－１　ａｌｐｈａ生合成阻害率［％］に基づ
き算出される。これがＩＬ－１　ａｌｐｈａの生合成阻害率が５０％となる濃度である。
試験結果を表４に示す：

【表４】

【０１０９】
＜実施例５～１５＞
スキンケア・ヘアケア製品
　以下、次の種々の製剤例を用いて本発明の更なる詳細を述べる。
５＝スキンケアジェル（ＳＰＦ６）
６＝日焼け防止ローション　ＳＰＦ２４（ＵＶＡ／ＵＶＢバランス）
７＝着色アンチエイジングバーム、ＳＰＦ１５
８＝ボディローション、ＳＰＦ１５
９＝Ｏ／Ｗタイプ皮膚鎮静ナイトクリーム
１０＝Ｗ／Ｏタイプクリーム
１１＝スキンケアアンプル
１２＝スキンオイル
１３＝シャワー・シャンプー料
１４＝スティックタイプ着色スキンケア剤　ＳＰＦ５０
１５＝ヘアジェル
製剤例５～１５において、次の二つの香油、すなわちＰＦＯ１およびＰＦＯ２をそれぞれ
着香剤として用いた（ＤＰＧ＝ジプロピレングリコール）。
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【表５Ａ】



(36) JP 6553845 B2 2019.7.31

10

20

30

【表５Ｂ】
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【表６】
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芳香剤および制汗剤
＜実施例１６＞
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【表７】

＜実施例１７＞
【表８】

＜実施例１８＞
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【表９】

＜実施例１９＞
【表１０】

＜実施例２０および２１＞
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【表１１】

＜実施例２２＞
【表１２】

＜実施例２３＞
【表１３】

＜実施例２４～３４＞
オーラルケア製品
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＜実施例２４＞
ジェルタイプ歯磨クリーム（量は重量％）
【表１４】

＜実施例２５＞
【表１５】

＜実施例２６＞
【表１６】

＜実施例２７＞
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【表１７】

＜実施例２８＞
【表１８】

＜実施例２９＞
【表１９】

＜実施例３０＞
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【表２０】

＜実施例３１＞
【表２１】

＃表中芳香剤Ｂは次の組成を含む（濃度はそれぞれ重量％）による）：ネオタームパウダ
ー（０．１％）、アスパルテーム（０．０５％）、ペパーミント油アルベンシス（２９．
３％）、ペパーミントピペリタ油ウィラメット（２９．３％）、スクラロース（２．９７
％）、トリアセチン（２．２８％）、ジエチルタートレート（５．４％）、ペパーミント
ヤキマ油（１２．１％）、エタノール（０．７％）、２－ヒドロキシエチルメンチルカー
ボネート（３．３６％）、２－ヒドロキシプロピルメンチルカーボネート（３．０％）、
バニリン（０．２７％）、Ｄ－リモネン（５．５％）、Ｌ－メンチルアセテート（５．６
７％）。直接消費に好適なゼラチンカプセルは直径が５mmでコア材料のシェル材料に対す
る比重が９０：１０のものである。このカプセルは経口投与後１０秒以内に溶解し始め、
５０秒以内に完全に溶解する。
＜実施例３２＞
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【表２２】

＜実施例３３および３４＞
【表２３】

　前記糖、コーンシロップ、マルトースを水に溶解させ、この水溶液を沸騰させた後に減
圧放冷した。次いで残留成分を沸騰糖混合物に吸引し、沸騰温度にて混合物を均質化した
。放冷後、得られた残留物からハードキャラメルを押し抜いた。得られたハードキャラメ
ルの残留水分率は約２．５％であった。
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